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午前９時００分開議

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。ただいまの出席は１０名です。定足数に

達していますので、令和４年第５回日南町議会定例会を再開します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（山本 芳昭君） 日程第１、一般質問を行います。

タブレットの一般質問答弁要旨ファイル７ページをお開きください。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 改めまして、おはようございます。日本共産党の久代で

ございます。私は、今期９月定例会において、当面する町政の諸課題について執行部の

姿勢をただします。

まず、冒頭に、去る７月８日、参議院選挙の最終盤に安倍元首相が銃撃されたことに

対して、強い憤りを感じたことは私も事実であります。しかし、そのことと岸田首相が

閣議決定で安倍元首相を国葬にすることを決めたことは論外であり、法の下の平等を定

めた憲法第１４条、１９条に違反するもので、到底認められません。報道によりますと、
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１６１ ０００１１の１１がかかるということで、今、国葬を中１することこそ法と民

主主義を守る道理があることを申し上げて、質問に入ります。

まず、町内の新型コロナウイルス感染状況についてであります。オミクロン株、ＢＡ．

５の第七波が全国的に猛威を振るっていますが、日南町内の感染状況はどうなっている

のか、情報の開示を求めたいと思います。

そして、２番目に、抗原検査キットを全戸に配布したらということを提案いたします

が、どうでしょうか。

３番目には、日南病院にＰＣＲ検査機器が導入されてから約１年が経過しました。こ

の間、無料の検査も県内、全国的に行われていますけれども、全体の実績はどうなって

いるのか伺います。

次に、物価高騰対策と米価についてであります。物価高騰対策は、法人、個人にかか

わらず全ての事業者を対象にすべきと考えています。先般の全員協議会で補正予算のこ

とについて説明がありましたけども、特に個人事業者は対象になっていませんでした。

私は全ての法人・個人を対象にするようにということを意見で申し上げていましたけど

も、補正予算ではどのように反映されているのか伺います。

次に、鳥取西部農協は今年の米価概算金をこの通告時点では発表していませんでした

けども、８月３１日に発表しました。コけけけけ３０キロ１け ６５０１というけ価で

あります。もうおよそ生産１が賄えない価格であります。仮に追加払いがあるとしても、

異常な低米価が２年連続続きました。本当に日南町の米農家にとっては深刻な事態であ

ると考えます。価格補償対策、今年の当初予算で一定の価格補償の支援が実施されまし

たけども、このような低米価が続く限り、米農家の価格補償対策を進めてほしいという

ことを申し上げますけども、どのように考えていられるのでしょうか。

次に、バイオマス発電についてであります。木材団地、第２団地で稼働する予定であ

りましたバイオマス発電所は、当初の計画が破綻しているように感じます。いろいろ住

民説明会等もありましたけども、現時点での情報公開と町民への詳しい説明を求めたい

と思いますが、どうでしょうか。

そして、最後に、日南町公共交通確保対策協議会と日南交通のタクけー業務について

であります。土日、祝日に限らず、平日でも日南交通の運行状況については不満の声を

たくさん聞いています。先日の一般質問で同僚議員も取り上げられました。民間の企業

の経営とはいえ、日南町の観光政策を進めるためにも、営業時間など町がもっとイニけ

アチブを発揮して対策を講じるべきではないかというふうに考えます。

そして、２番目に、ＮＰＯ法人夢太陽の利１者は、おでかけタクけーチケットを利１

できない。これはどの要綱にきちっと定められているのかも含めてお聞きしたいと思い

ますが、どうでしょうか。

以上で最初の一般質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。
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中村町長。

○町長（中村 英明君） 久代安敏議員の御質問にお答えします。

本題に入る前に、１点ほど訂正とおわびを申し上げたいと思いますが、昨日、私の冒

頭の御挨拶の中で、オミクロン株のワクチン接種の対象年齢ですが、１８歳というふう

に申し上げました。正しくは１２歳以上ということで変更になっておりますので、訂正

しおわび申し上げたいというふうに思っております。当初の計画ではそういう年齢でし

たけども、最終的に現時点ではそういう１２歳という形に変わってきてますのでという

ことで、お知らせとおわびを申し上げたいというふうに思います。

さて、本題に入りますけれども、町内の新型コロナウイルス感染状況についてという

ことで、町内の感染状況の情報開示をという御質問でございます。７月以降の全国的な

感染の感大におきまして、鳥取県でも８月２０日に新感感染者数として最大の １９８

人が確認されました。日南町におきましても感染者数は増加の時期もありましたが、最

近は数名またはゼロ人の日が続いております。まだまだ感染状況は落ち着かず、感染対

策のさらなる強化徹底を町民の皆さんにもお願いをしてるとこでございます。８月以降

は鳥取県のホームページにおきまして市町村別の新感陽性者数も公表されておりました

が、鳥取県は全国に先駆け、９月２日届出分から新型コロナウイルス感染症に係る発生

届の限定措置を実施しておりますことから、９月３日以降に公表の陽性者数は医師から

の総数のみの報告が公表をされておるとこでございます。

次に、抗原検査キットを全戸配布してはという御質問でございますが、現在は近くの

店舗で購入できる環境でありますので、全戸配布は予定をしておりません。なお、鳥取

県では、感染が確認された方との濃厚接触者があった同居の方へ、医療機関を通じて抗

原検査キットを無償配布しております。また、症状のない方につきましては、ＰＣＲ検

査を無料で行うことができる体制が９月の３０日まで延長となっております。本町では

日南病院で受けていただくことができます。当面は県の対策状況を見ながらも適宜柔軟

な対応を講じてまいりたいというふうに考えております。

３つ目の日南病院におけますＰＣＲ検査の全体の実績についてという御質問ですが、

病院の事業管理者のほうから答弁をいたします。

続きまして、２つ目の物価高騰対策と米価についての中の物価高騰対策は、法人、個

人を問わず全ての事業者にすべきではとの御質問です。現在の社会情勢におけます物価

高騰は、農業だけではなく商工業や一般家庭といった地域経済全体で影響が出ているも

のと認識しております。このため、支援策も複数の面から取り組んでおります。このた

びの９月補正におきまして、世界の情勢の変動等による急激な原油価格高騰によります

経営に影響を受けた運輸・交通分野の事業者に対し、事業活動の継続及び経営の安定を

図ることを目的として、日南町燃料１高騰対策支援補助金を交付したいというふうに考

えております。また、農業におきましては、国の肥料価格高騰対策事業に取組を行いま

す。これは、対象を法人、個人にかかわらず、化学肥料の２割低減に取り組む農家のグ
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ループに対して、肥料価格の上昇分の７割を補助するものでございます。鳥取県も１割

の上乗せ補助を９月補正の予算に計上されてると伺っており、現在、県の担当課や関係

機関との協議を行っているとこでございます。これに町独自の取組としてさらに町の上

乗せをしたいというふうに考えておりますが、国の対策事業の制度設計におきまして、

手順など不明な点もまだあることから、県や関係機関と協議を行ってるところでござい

ます。制度の準備が整い次第、改めて説明をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。また、肥料だけではなく、燃料価格高騰も農家にとっては影響が大きいものと

考えておりますことから、町独自の燃料１助成も検討をしています。先ほどの肥料価格

高騰対策事業と併せて補助することで農家を支援したいというふうに考えておりますの

で、こちらも制度の準備ができ次第、改めて説明をさせていただきたいというふうに考

えております。

次に、米価に対する価格補償対策ということの御質問でございますが、８月３１日、

鳥取西部農協から令和４年産の米の概算金け価が発表されました。先頃、農業新聞では

１け当たり５００１程度のアップが報道がありましたので期待をしていたところでござ

いますが、それを大きく下回るものでございました。昨年よりはアップしたものの、１

け当たり１５０１あるいは１３０１というものでございました。今後も鳥取西部農協に

は粘り強く販売強化をしていただき、農家の期待に応えていただきたいというふうに思

っております。２年連続の米価下落となりましたが、価格補償対策については国のナラ

け対策や収入保険制度を活１しながら、引き続き制度への加入促進に向けた対策を図っ

てまいりたいと思っております。しかしながら、米価下落に収入の減額、肥料等をはじ

めとする生産１の高騰による経１の増加など、生産者所得の確保はますます厳しくなっ

ております。根本的な改革が求められる内容です。関係者や関係機関と、稼ぐ農業、魅

力的な農業について対応策を協議をしていきたいというふうに思っております。

続きまして、バイオマス発電についてということで、木材団地で稼働予定のバイオマ

ス発電所についての現状と町民への説明をという御質問ですが、第２団地で計画してお

りましたバイオマス発電事業は当初から３年が経過しております。令和３年中には運転

を開始する予定で議会や地元へ説明いたしましたが、現在、未着手の状況であります。

以前の説明では、当初計画の中で発電の燃料となる未利１材バークの取扱いに変更が生

じたことによる事業計画の見直しを行っていることを報告しました。その後も事業者は

事業実施に向けて様々な関係機関との調整を行っておりますが、長引くコロナ禍に加え

て、１安やウクライナ危機などによる世界感模の経済不安が生じ、資材１の高騰、機器

類の納期遅延など生じております。抜本的な機器施設の設計変更の見直しや事業収支の

再検討も行っているところでございます。他の事業者も含めて、町内で事業の実施可能

な計画がある場合は協議を行うべきと考えております。

続きまして、４番目の日南町公共交通確保対策協議会と日南交通のタクけー業務につ

いてという御質問の中のタクけーの運行について、町がもっとイニけアチブを発揮すべ
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きという御質問でございます。現在の運行は平日と土曜日の午前７時３０分から午後５

時までの間、緑ナンバーで運行されておられます。運行日時、運行時間につきましては、

運行事業者が設定されております。町民の皆様から、平日の運行改善、夜間、日曜日の

運行を求める声は非常に多く寄せられておりまして、町からも事業者へ要望を行ってま

いりました。しかしながら、夜間、日曜日の運行は利１者が少ないこと、ドライバーや

点呼係の確保、採算性の観点から困難であるという回答でありました。町としましても、

緊急時の交通手段としての役割を担うタクけー運行は非常に重要な課題であるというふ

うに認識しておりますが、民間事業者の経営圧迫につながるような無理な要望も難しい

と考えております。人材確保、採算性の観点からも、町がイニけアチブを取って進める

ことは困難ではありますが、引き続き運行事業者には要望を行っていくとともに、夕方

５時以降、日曜日に関しては交通空白地有償運送等による移動手段確保などの検討が必

要であるというふうに考えております。

おでかけタクけーチケットの利１についてということでの御質問ですが、おでかけタ

クけーのチケットの交付事業につきましては、現状のバス運行ではけバーし切れない町

内の交通空白地域の軽減に向けて、町民誰もが利１できる一般乗１旅客自動車運送事業

者、いわゆるタクけーですが、に対して助成を行っております。

ＮＰＯ法人夢太陽は、自家１有償旅客運送事業者として福祉車両による福祉運送サー

ビスを提供し、地域住民の移動を支えていただいておりますが、利１対象者には身体障

がい者、介護保険の要介護、要支援の認定者等の条件があることから、当該事業の対象

とはしておりません。１０月からスタートするバスのドア・ツー・ドア運行の状況も踏

まえて地域の課題を整理し、障がい者、高齢者の方々等の移動支援につきましては検討

していきたいというふうに考えております。

以上、久代安敏議員の御質問に対する答弁とさせていただきますが、１点目の日南病

院におきますＰＣＲ検査の実施実績につきましては、この後、病院事業者のほうから答

弁をいたします。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 久代安敏議員の御質問にお答えします。

１点目の町内の新型コロナウイルス感染状況についての３番目、日南病院におけるＰ

ＣＲ検査の全体の実績についての御質問ですが、令和２年１０月から実施しております

ＰＣＲ検査について、導入初年度は１９件、令和３年度は６８６件、令和４年度は８月

末現在で９１９件実施しており、延べ ６２４件の実施です。そのうち令和４年３月か

ら対応しております無料検査は、８月末で３７０件ということになっております。

以上、久代安敏議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） まず、１番目のオミクロン株の感染感大のことについて
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ですけども、私、県のホームページで市町村別の陽性者の数が公開されているという答

弁でしたけども、ホームページ、何回か閲覧しましたけども、よく分からないんですけ

ど、そのページをまずは確認したいんですけども、担当課長がすぐ分かれば教えてくだ

さい。町長でもよろしいです。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 分かりにくいっておっしゃりましたが、確かにそのとおりかな

というふうに思っておりますが、鳥取県のホームページの新型コロナワクチンの感染者

の属性というところが毎日更新されておりまして、そこを開いていただいて、いわゆる

今日なら今日の日付で、鳥取県分と鳥取市の分ですね、２つの区分がありまして、鳥取

県のほうをクけックしていただくと、よう何百何十何件から何百何十何件というような

表記がありますけれども、そこのところをクけックしていただくと、８月以降につきま

しては市町村別の、日南町は何人、日野町は何人とか、そういう新感感染者数が載って

おります。あるいは、現時点で申し上げると載っておりました。今回、改正ということ

で、先ほど申し上げましたけれども、同じようなところで、今度は医師からの報告数だ

けになりましたので、市町村数というのは省略されてる状況が現状の状況ということで

ありますので、以前から県と新型コロナ対策協議会あたりで市町村長と打ち合わせする

会が何回かありましたので、そういった市町村からの要望という形で８月以降は市町村

ごとに数字が出てきておりましたけど、今回御案内のように、全体のほうで事務の省力

化というか、そういう形にも変わりましたので、現時点はそういう形で表記されており

ますので、市町村ごとの数は分かりませんが、公表とするという考え方についてはそう

いうのが現状であるというふうに御認識いただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 私があえて質問をしたのは、陽性者数を、日南町で具体

的にいろんな認定こども園とか小学校とかのクラスター、陽性者が日南町のホームペー

ジに掲載されていましたよね、それで、累計何人、政府も、仕組みが変わった関係で、

その陽性者の申告も、鳥取県もコンタクトセンターにまず陽性者は報告、入ってくれと

いうホームページにも案内がありますけども、実際に日南町として把握されている陽性

者は何人であるかということを、別に他意はないんだけども、それぐらいの情報はやっ

ぱりこれからの感染予防のためにも、注意喚起のためにも、そういう最低限の情報は必

要じゃないかなというふうにも思いますけども、町長の考えを教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 町のホームページにつきましては、公共施設の中で確認された

ところが今までホームページで公表させていただいております。御案内のように役場庁

舎の職員だとか、あるいは学校あるいは認定こども園とかという話は分かる範囲ではさ

せていただいておりますけれども、町全体の感染者数を把握するというのは、現状では

町としても分かりませんというのが現状であります。実際には、おっしゃられるように
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いろんなところへ届けがありますので、それを集計していただければできないことでは

ないというふうには思っておりますが、御案内のように今感染者数がどんどん多くなっ

てきたという経過もあったりして、なかなか事務手続が迅速に正確な数字が把握し切れ

ないというのが現状にありますので、一定のこれから少しずつ感染者数が減ってはいる

状況ではありますけれども、今後の課題としてその辺ができるかできないかという話は

県とも相談をしていきたいなというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 日野郡全体での陽性者数はすぐホームページで見られま

したけども、今後、新型コロナウイルスの感染防１のためにも、特に冒頭、町長言われ

ましたワクチン接種の年齢が１２歳だったというふうに訂正されましたよね。ですから、

特に年齢、若年齢の人の死亡事例も現実に全国ではあっているし、やっぱりワクチン接

種を推奨していくためにも、やっぱりある一定の年齢別の把握とかいうのは今後必要に

なってくるじゃないかなというふうに私は考えていますけども、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ワクチン接種の検討は前向きにしていただきたいということは、

町としても推奨していかないといけないというふうに思っております。どういいましょ

うか、町内でもワクチン接種率は高いほうだというふうに認識しておりますので、引き

続き、いわゆる重症化にならないという目的ではありますけれども、御理解をいただい

て、前向きな接種のほうを御検討いただくことを、重ねてＰＲも広報もさせていただき

たいというふうに思っております。ワクチン接種のほうは町内での年齢別みたいなとこ

ろについては把握しておりますが、感染者数につきましてはやはり全体の流れの中であ

りますので、町として情報とすれば把握したいという気持ちはありますけれども、現状

的にはなかなか、県全体の話でもありますので、状況が許される状況でありましたら県

とも交渉しながら、あと、後追いになるって話は当然あり得る話だというふうに思って

おりますので、その辺は鳥取県のほうとも協議しながら要望もしていきたいというふう

に思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） コロナの感染感大防１のために、日南町の実態はどうな

のかという最低限の把握はやっぱりこれからしていく、ウィズコロナということもあっ

て、政府はいろいろ緩和策を今検討していますけども、やっぱりウィズコロナとイコー

ル、コロナと付き合わなければいけない関係に、表裏一体の関係にあるわけですから、

やっぱり基本的なデータはきちっと日南町も共有していくべきじゃないかなというふう

に考えます。そのコロナの関係で、全数把握の見直しということが今言われていますし、

既に始まっています。その点についてどのように考えていられるのか、政府の方針につ

いてお聞きしたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。
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○町長（中村 英明君） 経過として、既に御案内のように全国の知事会のほうの要望と

いう形の中で、国のほうも今後全数の把握の見直しについて進められるという情報があ

っております。既に、全国でいえば鳥取県をはじめとして、数県ですか、というのが既

に始まってるというふうに承知はしておりますので、どういいましょうか、基本的には

こういった、議員もおっしゃられるように、経済活動との連携っていうか、そういった

ところがこれから重要になってくるというふうに思ってますので、例えばまた新たな、

どういいましょうか、変異株っていう話になれば、またそのときの対応というふうに思

っておりますが、いずれにしても、やっぱり数が、人数は人数でありますので、どこま

でやっぱり掌握しなければならないかっていう話の考え方の見直しだろうというふうに

思ってますので、例えば重症化の関係も含めてということが背景にあるというふうに思

っておりますので、状況に応じてその辺の在り方は変化していくんだろうなというふう

に思っておりますが、現状の状況でありましたら、私自身は、全数の把握っていいまし

ょうか、その辺の在り方は現状の方向の中で、県が今示しとる形っていうのがベストで

はないのかなというふうには思っています。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 高齢者とか既往症がある方とか対象に全数見直しを行っ

ていますけども、やっぱり特に私が心配するのは、若年層で元気な方でもコロナに罹患

する可能性もあるわけですから、やっぱりそれはワクチンの接種との関係もあるとは思

いますけども、今後、第八波が、今第七波ですけども、第八波が起こるという、医療関

係の人は言われていますけども、そういうことになったときにまた元のやり方に戻すと

かいうふうなことにならないように、やっぱり日南町としてもコロナ感染防１対策を徹

底しながらウィズコロナを進めていただきたいということを申し上げて、私のまず１番

目の質問を終わります。

それで、２番目の抗原検査キットについては、一部医療機関で陽性と診断された人に

ついては検査キットを支給されているという町長答弁もありましたけども、私も常時検

査キットを家に市販されているものを置いてるわけですけど、何か変だなと思ったらす

ぐ検査して、取りあえず陰性を確認するということのためにも、全戸に１０本ないし２

０本ぐらいの、安価な抗原検査キットですから、市販されているものでよろしいので全

ての家庭に配布されたらという提案ですけども、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員の思いは分からないではないというふうには認識しており

ますけれども、どういいましょうか、極端にいくといろんな人やケースがあるというふ

うに思っておりますが、例えば私自身も外に出かけるときの前だとかいろんなことで、

自分自身での確認っていいましょうか、するように心がけてはおりますけれども、それ

を全部の世帯にって話になると様々な状況があるのかなというふうに思っております。

ですから、御本人が不安だ、家族が不安だということが仮に事例としてあるようでした
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ら、購入していただくなり、あるいは本当に体調的なとこがあるようだったら、先ほど

申し上げましたように、受診をしながら無料の検査キットを頂くような仕組みになって

おりますので、そういったところを逆に言えば利１していただいて、自分の体調管理と

いうことを日頃から努めていただくことをお願いをしたいなというふうに思っておりま

す。学校だとかいろんな皆さんも、毎朝体温で測ったりとかそういうところを努力して

いただいておりますので、皆さん方にもそういった体の変調への毎日の点検はしていた

だくとありがたいなというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 抗原検査キットは精度がいろいろ言われている面もある

ので、私はやっぱりＰＣＲ検査が一番、ちょっと変だなと感じ、熱のある人は来ないで

くださいという病院にも表示が貼ってありますけども、発熱外来に行って受診して、そ

の後ＰＣＲ検査を受けるということが一番理想だとは思います。日南病院のＰＣＲ検査

は、検査結果は、検査した後何時間後に判定が出ますか。岸田首相は朝検査してすぐ夕

方には分かったということだったんですけれども、日南病院は、実態はどうなっていま

すでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 日南病院で受け付けるＰＣＲ検査ですが、まず２通り

ございます。無料ＰＣＲ検査と、それから、先ほど来言われておりますいわゆる発熱外

来、症状のある方のＰＣＲ検査、この２通り、あと、細かいことはちょっと除きますが、

まず無料のＰＣＲ検査の場合は、緊急性って申しますか、よりも数が多いので院内では

対応できませんので、これは当初より米子の検査センターのほうへ委託しております。

まず、午前中、そうですね、お昼前に皆さんに来ていただいて、その時間に集中して検

体を採取し、午後一に持込みという形を取らせていただいております。この場合、その

日の検査センターの検査数によって、早い方ではその日の夕方、やはり８月のお盆明け

あたりは、遅い場合はもう翌朝っていうケースもあったかとは思いますが、次の日まで

には皆さんには通知のほうをさせていただいとるというような状況でございます。やは

り症状のある方は急を要しますので、院内で検査する場合はおおむね７０分で検査結果

が出てきているというような形でございます。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 日南病院も、院内の患者さん、入院されてる患者さんは

非常に早い時間に結果が出るということで、特に９月３０日まで鳥取県も無料検査を実

施していますが、やっぱり気楽に、ちょっと不安だなあと思われる方は、日南病院で発

熱外来で受診してＰＣＲ検査を受けられるということを、やっぱり病院としてもきちっ

と広報活動に努めていただきたいというふうに思いますが、事業管理者か事業部長か、

答弁を求めたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。
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○病院事業管理者（中曽 森政君） ホームページでは御案内しておりますが、またしっ

かり広報をしていきたいというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） それでは、コロナ問題については終わって、次の物価高

騰対策と米価の問題です。ちょうどこの後の本会議で補正予算も提案される予定になっ

ていますが、やっぱり思い切った物価高騰対策が必要だと。あらゆる商品が値上がりに

なっていますのでね。岸田首相は住民税非課税世帯に５１１、物価高騰対策でやるとい

うことを、昨日以来ニュースになっていますけども、やっぱり住民税非課税世帯、日南

町は非常に世帯数も多いわけだけども、やっぱり全住民を対象にするような、全世帯を

対象にするような施策を、岸田首相が補正予算を組む前に、日南町としてこういう独自

の政策をやるんだということを、やっぱり町民の安心のためにも打ち出していただきた

いと、そういう決断を町長に求めたいと思いますけども、どうでしょうか。このたびの

補正予算では本当ごく一部に限定されています。国の状況を見ながら見ながらと言われ

ますけれども、それでは遅いじゃないかなというふうに考えますので、町長の答弁を求

めます。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回の補正予算のほうにも事業者向けあるいは個人向けもあり

ますけれども、そういった対策の基本的なところの、要はコロナ前あたりも含めて、そ

れに戻すっていうことと、やっぱり廃業とかそういう形でないような形っていうのを基

軸にしながら対策、補正予算をさせていただいてるところでございます。議員おっしゃ

られるように、全世帯っていう話は当然そのとおりだというふうに思っておりますが、

６月の補正にも１人 ０００１ですか、という形をさせていただいておるとこでありま

すし、今、どういいましょうか、その財源として従来からありました地方創生の臨時交

付金、これを８月に岸田首相のほうが、全国ですが１兆１っていうことで発言されてお

られます。ですから、今回も、昨日もそれにプラスアルファというか、上乗せをってい

う、加算をというような表現をされておりますが、発言されてから具体的に国のほうで

進んでないというのが現状でありまして、正直言いますとその交付金を、どれぐらい来

るかっていう話も当然現時点では分かりませんが、そういった形の財源を確認しながら、

町民全体を含めてやっぱりどこに投資したがいいかっていうことを含めて考えておった

ところではありますので、そういう状況で、具体的な話が分かり次第、対策を取っては

いきたいというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 補正予算の細かい中身については後で議論すればいいと

思いますので、私のまず基本的な考え方ですよね。特に肥料の高騰対策は国が政策で打

ち出してます。それも鳥取西部農協が、それぞれの農家組合員さんが申請をされた肥料

高騰対策、上限３０１にきちっとその事業をうまく利１するように農家組合員の手助け
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をしてくれるのかなということは非常に不安なんですよ。ほとんどの農家、いろんなと

こから購入されていると思いますけども、コメけとか、しんしんとか、肥料なんか購入

されてる農家も結構あるかとは思いますが、一応販売店にはきちっとした肥料の高騰対

策の支援事業の協力をしてもらうということをやっぱり行政側からお願いしないと進ま

ないんじゃないかなというふうに思いますけれども、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には既に要請をしております。というのが、鳥取県西部

さんも、今回の肥料も含めてエネルギーも含めて、高騰してるので御支援をいただきた

いという要望を受けておりますので、その際に私のほうからも、やっぱり事務的な簡素

化だとかっていうことを含めて、できるだけ農協の取扱分については農協のほうで整理

していただくことをお願いするということで既に要望をさせていただいておりますし、

できるだけ協力したいということの回答をいただいております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） そのことは安心しました。せっかくいい事業で、一定数

肥料の減量もありますけども、取りあえずいい支援ですので、全ての農家組合員、米だ

けでなく畑作もですけども、もちろん、利１できるように、農協とうまく連携しながら

事業を展開していってほしいと思います。

それで、鳥取西部農協の米の値段です。まず、お聞きしますけども、米の３０キロ当

たりの生産原価は、農水省のホームページに出てますけども、幾らだと思われますか。

ざっくりでよろしいですので。生産の原価。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現時点では ５００１というふうに認識しておりますし、ちょ

っと前までは ０００１だったかなというふうに思っておりますが、現時点では、先ほ

ど申し上げました ５００１が原価だというふうに私自身は認知しております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 生産地によって、地域によって生産原価も異なりますが、

今町長がおっしゃったように、３０キロ当たり ０００１から ５００１という状況で 

す。先ほど私が申し上げた鳥取西部農協の原価、ちょっと私、３０キロ１け当たり ６

５０１と申し上げたかもしれません。 ６７０１です、正確なけ価は。いずれにしても、

生産原価を約 ３００１以上割り込むと。簡けに言えば、自家生１であろうがなかろう

が、米を作れば作るほど赤字になるということなんですね。確かに中山間地の支払い制

度や多面的機能や、いろいろ国の制度はあります。しかし、中山間地の支払いについて

は１０アール当たり２１ ０００１ですか、ですから、全然、一定のははめにはなるか

もしれませんけども、焼け石に水のような価格です。ですから、やっぱり抜本的には国

の食料政策、昨日もみどりの食料戦略の話が同僚議員からも出てましたけども、やっぱ

り日南町は、多いのが水田、それから、トマトやほかの野菜もありますけども、それと
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林業ですよね。こういう町で本当に安心してＩターン、Ｕターンも推し進めていくため

にも、やっぱり基盤となる米のけ価がきちっと補償されないというのはどうかなと、本

当に皆さんに勧められる町なのかなということを危惧しますが、今の米政策について、

特に米政策についての町長の見解を再度問いたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員おっしゃるとおりだというふうに思っています。回答的に

は、申し上げましたとおり、本当に稼ぐ農業、そういう魅力的な農業というところの観

点がこれから特に必要だろうというふうに私自身も思ってます。そのためにどうしたら

いいかっていうことを、やはり誰もで考えていかないといけないのかなというふうに思

っております。次の若い人たちが農業を営むための魅力的にはどうなのかっていうこと

を、抜本的な話ですので、ただお金を支援すればいいだけの話ではなくて、稼ぐために

はどういう仕組みがいいのかとかということも含めて、一つは国のほうもみどりの食料

けステムというふうなところを昨年から打ち出しております。それの目的は持続可能な

農業を営むためっていうのが一つの考え方でもあります。ですから、それが全てできる

かどうかは別として、そういった視点を入れながら、日南町の、あるいは中山間地の農

業についてのありようをやっぱり議論するべきだというふうに思ってますし、これから

町内の皆さんの、特に法人格の皆さん方には様々な今体験をしてたりされてるというふ

うに思っておりますので、そういった知恵もいただきながら、これからのありようを導

いていく必要性はあるというふうに思ってますし、また、農業委員会のほうでしていた

だきました将来ビジョンもあります。そういったところを加味しながら、ありようは考

えていくべきだろうという時期だというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 今、農業委員会のことをおっしゃいましたけども、やっ

ぱり農業委員会は専門の農業政策を担う委員会ですので、しっかり農業委員会の中でも、

本当にこれから将来日南町の農地を荒らさないためにもどうあるべきかということを農

業委員の皆さんにもよく周知していただくように、また農業の現状を、本当に苦しい実

態を町長のほうからもお話ししていただきたいというふうに思います。

町長は今度、９月１０日ですか、林業の関係で鈴木宣弘さん、東大教授が大山の中の

原に来られて講演をされる機会に、パネラーとして何か町長、林業のことについて講演

されるという情報をお聞きしましたけども、やっぱり農業と林業は日南町って本当に基

幹産業でありますので、その点をしっかり認識されて進んでいただきたいというふうに

思います。

次、バイオマス発電のことについてお聞きします。先ほど町長、言われましたけども、

結論から言って、この事業は白紙撤回されるんですか、継続して検討されるんですか。

そのことを明確におっしゃってください。現にもう生山とかそういう関係自治会に説明

された経過もあるんですよね。ですから、中１するのか、継続して検討をするのか、そ
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のことをはっきり明確に述べていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） この課題につきましては、前回からもありまして、私どもとし

ても森林組合と協議しながらこの春には、どういいましょうか、計画の事業者に対して

いわゆる白紙撤回に向けてのという考え方を申し述べさせていただいておるところでご

ざいますが、回答いただきたいということで、業者のほうからもうしばらくお時間いた

だければありがたいというような状況が現状の状況であります。とはいいながら、なか

なか難しいんだろうというふうに思っておりますので、こちらのスタンスとすれば、白

紙の状態に返すということに考え方は持っておりますので、そういったところを地元の

皆さんにもお伝えをしていきたいというふうに思っておりますし、その前に再確認を取

らせていただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） やっぱり森林組合も重大な責任があると思うんですよね、

この事業、やっぱり。発電量は５００キロワット程度の発電ですけども、やっぱり町内

のいわゆるタンコロとか端材ですよね、それを集めて事業化するという、まさに森林組

合が一手に補助金を握っているわけですから、森林業者の事業をね。ですから、やっぱ

りきちっと森林組合にも意見を申し上げていただきたいし、もちろん２つのエネルギー、

バイオマス企業に対しても、やっぱり町長からきちっと意見を言ってほしいんですよ。

何かはっきりする、しないの結論はいつ出るんですか。日にちを限ってやっぱりやって

くださいよ。そうしないと、あの第２団地、約２ヘクタールの木材団地を、もし白紙撤

回になったらいろんなことに利１したいという方もいられるかもと思うんですよね、有

効利１したいと。ですから、その決断をいついつまでにするという方針を示していただ

けないと、議会としても責任は持てませんよ、住民に対して。どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 早急にその話は進めたいというふうに思ってまして、組合とも

協議を、確認をさせていただきながら、その判断を最終的に早急にしたいというふうに

思っておりますが、現時点では白紙という形で進めていきたいという思いでございます。

ちょっと話が替わりますが、先ほど議員の中で講演の話をしていただきましたが、１

０日の講演の話をさせていただきましたが、あれは林業だけではなくて農林業というこ

とでお話しいただいていますので、お知らせをしておきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 大変失礼しました。毎年あの団体が大山で夏に開いてい

る事業で、それは町長も以前、参加されて講演されたこともありました。中村町長も参

加されるということで、農林業ということで私も理解しました。訂正いたします。

それでは、バイオマスは結論をきちっと早急に出すということをこの場で確認をした

いと思います。特にやっぱり住民の皆さんに事業はこうなっていると、自治会の皆さん
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にきちっと担当課が話をされないと、あれはどうなっとるのかという疑心暗鬼になって

いられる方もおられますので、説明をしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） そのように行いたいというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） いろいろ地方創生ということで、町長も次期町長選にも

立候補されるということで冒頭に発言もされましたけども、やっぱり事さように、やっ

ぱり一旦事業を取り入れても、私たちも森林組合からも説明を受けて意見を申し上げた

経過があるんですよ。ですから、あの時間は何だったのかと。本当に一生懸命議論して

資料を見させてもらって、これはなるほど、本当にこれができれば日南町産材も有効利

１できるという、前向きに全議員受け取っていたわけですよ。ですから、日南町ももち

ろん、森林組合にも、事業の結末については一定の反省をやっぱりしていただきたいと

いうふうに、重ねて申し上げておきます。

次、最後に、日南町公共交通と日南交通のタクけーの問題です。平日と土曜は５時ま

で営業されてるということですけども、私は、生山の駅に山里Ｌｏａｄが入っています

よね、事務所に。やっぱりあそこに日南交通のタクけーは基本的には待機されているん

ですよ。特に、同僚議員からもありましたけども、特急やくもで生山に降りられて、タ

クけーを使いたい。日中はいいですよ。日中は辛うじて拾えるかもしれませんが、やっ

ぱり土日、土曜の夕刻あるいは日曜日にタクけーに乗りたいと。日南町を観光周遊した

いと思われる方にとっては、あれ、日南町ってタクけー、駅にないのって、みんな思わ

れます。表玄関の生山駅に山里Ｌｏａｄにちなんが入っておられることも含めて、やっ

ぱり日南町の公共交通の在り方を根本的に検討される、デマンドバスやドア・ツー・ド

ア、プロポーザルで募集、今かけておられますけども、町営バス等の。本当に公共交通

の審議会の中でそういう日南町の将来にとってどういう公共交通がいいのかということ

をもっと真剣に、議論されているでしょうけども、タクけーのことも含めて検討してい

ただきたい。住民の皆さん、ぶうぶう言ってますよ、タクけーが動かないことに対して。

もうこれは殿様商売だと、悪い言い方ですけど、こんなタクけー会社があるか、そこま

で申し上げにくいですけども、あまりにも、予約しても、もうその時間は動けませんと

言われるんですよ。これほど住民にとって冷たいタクけー営業はないじゃないかなと思

って、私も住民の皆さんから意見を聞いて取り上げているんです。どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） どういいましょうか、現状につきましては議員おっしゃるとお

りだというふうに思ってますし、そういう認識を私自身も持っております。回答にも申

し上げておりますように、公共交通の対策協議会の中でも以前からそういった課題につ

いての議論は進めてきておるところですが、現時点では議員のおっしゃる状況は改善さ

れてないという認識は持っております。ですから、こういった地域の中で本当に、タク
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けーが公共交通かどうかというのは、ちょっとその議論をしたら難しい話になるのです

が、一端的な捉え方としては、私どもとすれば、やっぱり公共交通の位置づけとして考

えていきたいというのが、思いがありますので、これからどういう形ができるかってい

うことを会議の中でも議論していただきたいというふうに思ってますし、地方が様々な

こういった状況に鑑みる中で、法的にも柔軟な形が取れるような形に変わってきており

ますので、そういった形で一番有効的な移動手段確保ができるかということは、改めて

これから議論をしていかないといけないのかなというふうに思っております。御案内の

ように、隣の町あたりは町営タクけーというような状況に変わってきてるというのもあ

りますけれども、本町ではドア・ツー・ドア化のデマンドバスっていうことでこれから

する予定になっておりますので、そういった状況も踏まえてという話になるのかなとい

うふうには思っております。いずれにしても、そういったタクけーという営みのありよ

うについては会議の中で議論を深めていただくことに、私のほうからもお願いをしてお

きたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 今、隣の町の町営タクけー、日野町とか江府町とか、公

共交通の一部であるタクけーの検討で実際にそういう方式を取っておられます。日南町

はタクけー会社、１社でしょう。だから余計に、やっぱり競合相手がいないから、せめ

てもう１社あれば、やっぱりお客さんを取っていくのに営業活動をもうちょっとされる

と思うんです。隣町のように日南町営のタクけー会社つくりますよということもあるだ

と思うんですけども、そういうことは検討された経過はありませんか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 担当課のほうに聞きますと、正式な形での議論はしてないです

が、話題としての話は出てきてるということは確認しております。隣の町のありようが

どうかということも含めて少し深掘りしながら、町内に適合できるかどうかも含めてこ

れからそういう議論も議題の一つとして深めていただくことは、私のほうからもお願い

をしたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） やっぱりタクけー業界も確かに全国的に非常に厳しい、

経営が、実態があります。特にドライバーの確保が一番の課題なんですよ。フレックス

タイムで時差出勤で、特に夜間に営業しようと思うと、必ず、例えば１０時まで営業し

ますということになれば、５時までなら５時間は延長で働いていただかなければならな

い。そういう労働が非常に経営を圧迫するのも事実なんだと思うんです。ですから、や

っぱり町営タクけーであると、運転手、二種免許を取っておられるドライバーを確保す

ればクけアできるわけなんですよね。ですから、やはりせめて９時ぐらいまで、夜の９

時ぐらい、例えば今コロナだからみんな、生山にも商店が、飲み屋が少なくなってきま

したけども、本当は一杯飲んで帰ろうかという方は必ず、家に迎えが来られる人はいい
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ですよ。ですけど、タクけーで帰ろうと、今夜タクけーで帰ろうと、それで一杯飲んで

帰ろうやという懇親の機会も設けられないんですよね、タクけーが営業時間が決まって

いるから。やっぱり町の活性化にとっても大きな問題だというふうに思いますけれども、

町のにぎわいづくりとタクけーの運営、営業時間の問題についてはどのように考えてお

られますか。

それと、やっぱり民間企業だけに任せずに、やっぱり町のイニけアチブということは、

町が一定の助成をしてでも、今のタクけー会社というわけではないですよ、助成をして

でも公共交通としてのタクけー業務を守っていこうという姿勢をやっぱり示していただ

きたいと思うんですけども、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 重要な課題だということの考え方は報告をさせていただいてい

るところだというふうに思ってますし、そのありようはやはりいろんな、どういうか、

形があるんだろうというふうに思ってますので、基本的には、おっしゃられるように日

曜日の晩だとか夜遅くでもタクけーが利１できるっていうところの理想はそのとおりだ

というふうには思ってますが、どこまでが経営的なことも踏まえてできるかということ

は、全て隣の町がいいかという、いいとか悪いとかっていうよりも、日南町にどうある

べきかということをまず優先に考えたいというふうに思っております。というのが、一

つの例ですけど、そう考えてるということではなくて、隣町がそういう形を取ってるの

で、合併的な考え方ができないかとか、いろんな形のものがやっぱり考えられるんだと

いうふうに思ってますので、変化のときでありますので、やっぱりしっかり考えた上で

結論づけをしたいというふうには思っています。こうありたいという考え方っていうの

は皆さん方とそんなに変わらないというふうに思ってますので、やはり方法論はしっか

りこれから会議の中でも議論していただいた中での方向性を導いていきたいというふう

に思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） デマンドバスには、日南交通は今月が期限ですけども、

契約をしてますよね。デマンドバスに対して日南交通に支払ってる委託料は幾らになる

んですか。細かいことが分かれば教えていただきたい。タクけー業務も同時に、ドライ

バーは一緒ですから、ですから、ドライバーの確保と営業時間の問題が隘路になってい

るとすれば、その点のこともちょっと教えていただきたいんですけども、公表できます

よね。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 今、日南交通さんにお支払いしておりますデマンドの正確

な委託金額はちょっと持ち合わせておりませんので、また後で報告させていただければ

と思います。また、ドライバーに関しては、タクけーのドライバーさん、デマンドのド

ライバーさん、共有しながら運行されておる状況でございます。
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○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） やっぱり日南交通さんは交通さんで、いろいろ苦慮され

ていると思います。その点は私も思いますけども、やっぱり同じ業者がタクけーもデマ

ンドバスもやっておられるということなんですから、余計にドライバーの調整が難しく

なるというふうに考えますので、その点についても担当課も含めてきっちりと話合いを

進めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 公共交通対策協議会のメンバーも、多様なメンバーの皆さん、

あるいは県の代表だとかそういった役員をされてる方の皆さんも加わっていただいてる

会議でありますので、多様な知恵っていうか情報も含めてお持ちだろうというふうに思

ってますので、そういったところでしっかり方向性についての議論は深めていきたいと

いうふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 以上で日南交通の運営については終わりますけども、最

後に、ＮＰＯ法人の夢太陽のことです。け刀直入に、おでかけタクけーチケットはなぜ

利１できないのかということです。これはタクけーチケット制度ができたときからこう

いう仕組みになっているのか、その経緯も含めてお示ししていただきたいと思いますが。

むしろ、夢太陽の福祉、障がい者とかいろんな方の運送をするのに最もふさわしいおで

かけチケット制度ではないかと逆に考えますけども、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 日南町のおでかけタクけーチケットの交付につきまし

ては、実質平成３０年からになりますけれど実施をしております。事業の当初から、先

ほど町長の答弁にありましたように、一般乗１旅客、町内に事業所を置くタクけー事業

者ということでスタートしております。目的といいますか理由といたしましては、誰も

が平等に使えるというところで、交通空白地の減少に向けてということでスタートして

おります。その後、そういったＮＰＯ法人さんの夢太陽さんのほうも町内の移動の大き

な支援となっていただいておりますけれど、利１に対しては、先ほどと重なりますけれ

ど、利１条件があると。利１者に対しては条件もあるということで、どなたもが利１で

きないというところでタクけーのほうに限定したような形でスタートして、今現在にも

至っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 聞けば聞くほどちょっと意味が分からないんです。同じ

有償運送をしている業者がなぜ対象外なのかと、タクけーチケットの。もう少し明確な

答弁をしていただけないでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 説明が不足で申し訳ございません。タクけー業者さん
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の利１者さんはどなたであっても、年齢もその方の状態も問わず、どなたでも、先ほど

予約した際に空いてないということがあるということはお聞きしておりますけれど、ど

なたでも利１ということが可能であります。そういった中で、タクけーチケットを利１

される方について、利１したい時間に利１された場合にその助成を行っておるという制

度になっております。ＮＰＯ法人さんのほうにつきましては、利１条件が、重ねてにな

りますけれどございまして、町内の高齢者ということではなく、その中でも介護認定の

ある方であったり身体障がい者という認定を持っていらっしゃる方ということでの条件

が付されております。そういった方に対して、また料金体系のほうも異なっております

ので、当初よりはタクけー事業者ということの限定でスタートをさせていただいており

ます。先ほどありましたように、１０月からドア・ツー・ドアの運行も始まりますので、

今後の課題の中ではそういった面も含めて検討はしたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 介護認定って要支援からありますよね、一番軽度。です

から、要支援１や２、あるいは要介護１の方で自宅で生活されてる方がその夢太陽のタ

クけーを使うことに、チケットを利１することに何の問題もないと思うんですけども、

その要綱は具体的にどの要綱に明示されていますか。ちょっと教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 要綱は日南町おでかけタクけーチケット交付要綱のほ

うに、おでかけタクけーチケットの交付についてはこの要綱一本で運１しておりますけ

れど、その中に定めております。先ほどありましたように、利１されることに問題はな

いというふうには捉えております。ただ、高齢者さん等が利１される中で、この車につ

いて私は利１できないと言われたけれどというような問合せもあります。その場合に、

夢太陽さんのほうの利１について、こちらから説明を行ってるというようなケースもあ

りますので、どなたでも予約をすれば使えるような形でのタクけーのほうで今進めてお

るというところであります。もし、その中で不具合も生じているということであれば、

見直し等も検討したいとは思います。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 時間が少なくなりましたので。要は、日南町の住民であ

れば要介護の人でも障がい者の人でも誰でも利１できるタクけーチケットでなければい

けないというふうに私は考えますので、今後、デマンドバスとの関係で前向きに検討し

ていただきたいと思います。

以上で私の一般質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） 以上で久代安敏議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時３０分からとします。

午前１０時２２分休憩
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午前１０時３０分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

・ ・

日程第２ 議案第６２号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議案書ファイルをお開きください。２ページから。

日程第２、議案第６２号、日南町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

を議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第６２号、日南町職員の育児休業等に関する条例の一部改

正について。次のとおり日南町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することに

つきまして、地方自治法第９６条第１項の感定によりまして、本議会の議決を求めるも

のでございます。

内容としましては、国家公務員に係る妊娠、出産、育児等と仕事の両立の支援のため

に講ずる措置が行われることに伴いまして、地方公務員につきましても同様の措置を講

ずることが求められておりまして、今回の条例の一部を改正するものでございます。

主な内容でございますが、育児休業の取得回数制限の緩和と、もう一つが非常勤職員

の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和、３つ目ですが、非常勤職員の子

が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化という内容でございます。

施行期日ですが、令和４年の１０月１日からという内容でございます。よろしくお願

いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） お諮りします。ただいま議題となっています議案第６２号は、

審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第６２号の本日の審議は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第３ 議案第６３号

○議長（山本 芳昭君） タブレット７ページから。

日程第３、議案第６３号、日南町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。
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○町長（中村 英明君） 議案第６３号、日南町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定についてということで、次のとおり日南町職員の定年引上げ等に

伴う関係条例の整備に関する条例を制定することにつきまして、地方自治法第９６条第

１項の感定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、地方公務員法等の一部改正に伴いまして、日南町職員の定年等に関し、

関係条例を整備する内容でございます。

１つ目ですが、定年延長に係る措置としまして、定年の年齢の引上げに関する感定の

整備を行います。職員の定年の年齢を段階的に引き上げまして、６５歳、医師の場合、

歯科医師の場合は７０歳ですが、６５歳とするための感定を整備するものでございます。

令和５年度につきましては定年の年齢を６１歳、令和７年度が６２歳、令和９年度が６

３歳、令和１１年度が６４歳、令和１３年度が６５歳ということで、それぞれの年度の

定年年齢を定めるものでございます。

次の内容としましては、管理監督職の勤務上限年齢制に関しまして感定の整備を行う

ものでございます。管理監督の勤務の上限の年齢、６０歳に達した管理監督職、いわゆ

る４級以上の職員ですが、この方につきましては翌年の４月１日までに非管理監督職に

降任する感定を設けております。

３つ目ですが、定年前の再任１短縮時間勤務制・暫定再任１制度に関する感定の整備

でございます。２つありますが、その一つが、６０歳に達した日以後、最初の４月１日

から定年退職の日までの間、退職した職員を短時間の職に再任１できる感定を設けてお

ります。２つ目ですが、定年年齢の引上げに伴いまして現行の再任１制度を廃１する。

なお、定年年齢を引き上げる間は、現行と同様に再任１できる制度を暫定的に措置する

ための感定を設けておるとこでございます。

４つ目ですが、情報提供・意思確認制度に関する感定の整備でございます。職員に６

０歳以後の任１、給与等に関する情報を提供するとともに、６０歳以後の勤務の意思を

確認するための感定を設けておるところでございます。

５つ目でございますが、６０歳を超える職員の給与に関する感定の整備を行っており

ます。１つ目が、６０歳に達した日以後の最初の４月１日以後の職員の給与の月額を７

割とする感定を設けてる内容でございます。２つ目ですが、６０歳に達した日の属する

年度の３月３１日以後に退職した場合に、定年の引上げの前の定年退職する場合と比べ

まして、退職手当が下がらないようにする感定を設けてる内容でございます。

その他としまして、地方公務員法の改正に伴います所要の感定の整備を併せて行う内

容でございます。

施行期日ですが、この条例は令和５年４月１日から施行する。ただし、附則の第１１

条の感定は公布の日から施行するという内容でございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山本 芳昭君） お諮りします。ただいま議題となっています議案第６３号は、

審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第６３号の本日の審議は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第４ 議案第６４号 から 日程第８ 議案第６８号

○議長（山本 芳昭君） タブレット６２ページから。

日程第４、議案第６４号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第３号）、日程第５、

議案第６５号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、日程第６、

議案第６６号、令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、日程第

７、議案第６７号、令和４年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）、日程第８、

議案第６８号、令和４年度日南町下水道事業会計補正予算（第１号）、以上、令和４年

度補正予算関係５議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第６４号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第３号）

ということで、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ ６５２１ ０００１を追加 

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９１ ９３６１ ０００１とする内容で 

ございます。第２条のほうで債務負担行為の追加をさせていただいておりますので、第

２表の債務負担行為の補正による内容を御覧いただければと思いますし、第３条におき

まして、地方債の変更につきましては第３表のほうで記載しておりますので、御覧いた

だければと思います。

主な補正の内容でございます。そのうちの歳入でございますが、分担金として１６０

１１ちょうど、耕地災害復旧事業に係ります分担金のほうを計上させていただいており

ます。

国国支出金ですが ４３４１ ０００１ということで、このうちの新型コロナの交付 

金のほうが ０９９１ ０００１入っております。その他の新型コロナウイルスのワク 

チンの接種対策１の歳出補正の財源とする国国支出金のほうを増額をさせていただいて

る内容でございます。

県支出金ですが ０７８１１、耕地災害復旧事業１の歳出補正の財源に伴う県の支出

金の増額の内容でございます。

財産収入としまして １２６１ ０００１、有価財財の売財収入による増額の内容で 

ございます。

繰入金ですが ８４５１ ０００１ということで、今回の補正の不足する財源に伴い 
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ます財政調整基金の繰入金の増額でございます。

町債として９９０１１、生防機国の新築に伴う緊防災が１７０１１、オロチの施設改

修に伴います過疎債のほうで４２０１１、住宅改修の助成事業に伴います過疎債のソフ

トのほうで４００１１の内容でございます。

続きまして、歳出のほうですが、最初に総務１のほうで、文書管理事務で４００１１

ちょうどということで、個人情報のファイル簿作成業務に伴います委託料の増額の内容

でございます。電算管理運営事務では４９７１１ちょうど。サーバー機器の更新あるい

は議会議員１の端末の更新に係ります１１の増額でございます。

続きまして、商工１ですが、商工総務一般管理事務ということで２２５１１ちょうど

です。たったもけードのプレミアムのポイントに係ります増額を見込んでおります。次

に、企業支援の対策事業として ８０９１ ０００１。新型コロナの影響を受けました 

町内事業者を支援するための事業者緊急支援交付金の給付に係る内容でございます。

民生１ですが、民生一般管理事務ということで４００１１ちょうどでございます。住

宅改修の助成事業に係ります委託料及び補助金の増額をお願いするものでございます。

衛生１ですが、保健衛生一般事務１ということで、マイナスですが５２０１ ０００

１。職員の人件１に伴います精査による減額でございます。健康福祉センター管理運営

事務１でございますが、マイナスの３７５１１ちょうどです。内容的には、先ほどの職

員の人件１の精査によります減額の内容でございます。予防衛生一般事業としまして

３０６１ ０００１ということで、新型コロナのワクチン接種事業につきまして、オミ

クロン株の対応のワクチン接種体制整備に係る増額を見込んでおります。

農林水産業１でございますが、農産振農対策事業としまして１３１１ ０００１でご

ざいます。全国の和牛能力の共進会、それの出場に係ります経１でございます。林業一

般管理事務でございますが８０２１ ０００１ということで、職員人件１の精算による

減額と、木材加工施設の改修に係る増額というトータルの数字でございます。町造林事

業ですが ３０９１ ０００１ということで、業－クレジットの取得１１に係る増額の 

内容でございます。林業後継者育成対策事業につきましては８２４１ ０００１という

ことで、林業アけデミーに配備します林業１トラックの取得に係る内容のものでござい

ます。

続きまして、土木１ですが、道路続持管理事業としまして３３０１ ０００１。職員

の人件１の精算による増額でございます。

生防１ですが、生防施設整備管理事業ということで１７６１１でございます。大宮分

団の機国の新築工事が行っておりますが、経１の増に伴います内容でございます。

教育１ですが、教教詳細分布調査事業として１５５１ ０００１ということで、教渡

地区の試掘調査を行っておりますが、追加調査の経１を見込ませていただいてるとこで

す。

災害復旧１ですが、耕地災害復旧事業ですが ５００１１ちょうど。令和４年７月の
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豪雨災害に係ります復旧事業１の増額の内容でございます。林道災害復旧事業としまし

て４１０１１ちょうど。令和３年の繰越事業ということで、林道大林線の災害復旧に係

ります事業１の増額の内容を見込んでるところでございます。

一般会計につきましては以上であります。

続きまして、議案第６５号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）でございます。

事業事定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６１ ０００１を追加しまして、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１ ６９５１ ０００１とする内容でござい 

ます。

主な内容でございますが、歳入のほうですが、県支出金のほうが１６１ ０００１。

特別調整交付金ということの中の市町村分、未就学児均等割保険料負担金のほうですが、

その内容が増を見込んでおります。歳出のほうですが、委託料として同額の１６１ ０

００１。けステム改修に係ります委託料の増を見込んでる内容でございます。

続きまして、議案第６６号、令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）でございます。

事業事定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８１１を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１４９７１ ０００１とする内容でございます。

主な内容でございますが、歳入のほうが、償還金利子及び割引料を１８１ちょうど。

広域の連合の還付金が増えたという内容でございます。歳出のほうですが、過誤納還付

金として１８１１。過年度分の還付の未済額の増加によります増でございます。

続きまして、議案第６７号、令和４年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

でございます。

内容的には、収益的のほうでございますが、補正額が１４５１１をお願いしたいとい

う内容でございます。具体的な内容につきましては、原水及び浄水１の中の光熱水１、

いわゆる施設電気料の不足が見込まれるため、その額を増額をしたいという内容でござ

います。金額は１５０１１ちょうどでございます。配水及び給水１の中の修繕１ですが、

管路等の緊急修繕１が不足し、増額を見込みたいということで５０１１をお願いをする

ものでございます。総係１として、備生耗品１ということで、量水器の購入１の確定に

よりまして、不１額のほうを減額する内容でございます。マイナスの５５１１を見込ん

でおります。

続きまして、資本的支出のほうでございますが、補正額のほうが２００１１ちょうど

お願いをしたいという内容でございます。水道改良事業１のほうの施設設備１というこ

とで、生山の水源地原水ポンプの更新に係る増額をお願いしたいということで２００１

１ちょうどでございます。

続きまして、議案第６８号、令和４年度の日南町下水道事業会計補正予算（第１号）

でございますが、収益的収入として１００１１ちょうどでございます。
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内容的には、下水道の使１料ということで、使１料の収益の増という見込みをしてお

りまして、金額的には１００１１ちょうどでございます。

収益的の支出のほうですが、総額としましては１９０１１ちょうどの見込みをお願い

をしたいということであります。

内容的には、ポンプ場１としての手数料ですが、マンホール内の点検、清掃に係る増

額ということで、皆増ですが３０１１を見込ませていただいております。処理場１とし

まして、光熱水１ですが、施設の電気料の不足の見込みによります増額を１６０１１ち

ょうどですがお願いをしたいという内容でございます。

以上、補正予算についての概要説明をさせていただきます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 先ほど、私、タブレットページ６２ページと言ったようでござ

いますが、７２ページの間違いですので、訂正をさせていただきます。

實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 失礼します。私から、議案第６４号、令和４年度日南町一

般会計補正予算（第３号）につきまして、若干の補足説明をさせていただきます。タブ

レットにつきましては、７６ページ。債務負担行為補正、第２表を御覧いただきたいと

思います。

追加の内容でございます。庁舎の一部貸付けに伴う国国納付金ということでございま

すが、合銀の庁舎利１料に伴い、国へ納付する向こう３年分でございます。

続きまして、地方債の関係でございます。タブレットページ７７ページをお開き願い

ます。第３表、地方債補正でございます。

まず初めに、緊急防災・減災事業でございます。先ほど提案ございました中の、大宮

生防機国１７０１１をプラスしまして、限度額 ２７０１とするものでございます。中

ほど、過疎対策事業でございます。オロチの施設改修補助金分４２０１１を見込んでお

り、補正後は６１ ６１０１１を見込むものでございます。続きまして、過疎地域持続

的発展事業でございます。住民課所管、住宅改修補助金の４００１１増額をし、１１

３４０１１を限度額とする内容でございます。

なお、このたびの補正の中で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に

つきましては、つ保しておりましたうち ０９９１ ０００１をつ当させていただく予 

定でございます。企画課所管、商工総務一般管理事務、企業支援対策事業、それから福

祉保健課所管の障害者サポート事業、それぞれにつ当させていただく予定でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

まず、議案第６４号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第３号）から質疑を行い

ます。タブレット１３２ページからの補正予算説明附属資料に沿って、各課ごとに質疑

を許します。

初めに、１３３ページから１３４ページ上段、総務課について質疑を許します。
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２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 文書管理事務の個人情報ファイル簿作成業務委託でござ

いますけれども、この作成につきましては当初、初期１１、この部分と、それから恐ら

くクラウドでの運１ということなので利１料というのがかかるかと思います。この４０

０１１のうちは、どのような形で予算が振り分けてあるのかということを伺います。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） お尋ねの内容でございます。まず４００１１につきまして

は、いわゆる導入経１でございます。来年度から、いわゆるランニングコストがかかっ

てくるわけでございますが、月額１１ ０００１、税別ですが見込んでおります。また、

その他ＬＧＷＡＮ対応経１として月額２１１を見込んでおります。それは、また来年度

からお願いしたいと考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 私は、大宮分団機国の新築工事について伺いますが、１

７６１増額ということですが、材料の高騰とか、資材の高騰というのは、この１７６１

１っていうのは１割も満たない金額ですが、これで果たして足りるんでしょうかという

質問ですが。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） このたびの工事に当たりましては、設計事業者さんに関わ

っていただいております。速やかに今協議をする中で、設計の段階で判明したわけでご

ざいますが、内容を精査し、この金額であればいけるだろうという見込みからお願いさ

せていただくものでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 昨今、物すごい値上がりしてまして、まず一番最初の生

コンからもうかなり値上がりしております。それで、当然設計事務所の方も御存じだと

は思いますが、私が今まで聞いた話をいろいろトータルすると、設計事務所の出された

け価に問題のあるようなけ価がたまに見られるということを度々伺ったことがあります

ので、総務課としてそのけ価の確認というのは総務課のほうでもされているわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 原課でおいても確認をしておりますが、改めまして実際施

工する中で協議等によりまして、また、現在はこの金額内で見込めるということでお願

いをしておりますが、さらに追加という事情、今後の事情で変わりますれば、また協議

させていただきたいと思います。基本的には、しっかりと建築工事を努めていただくと

いうことで進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１３４ページ下段から１３５ページ、企画課について質

疑を許します。

２番、岩 昭男議員。
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○議員（２番 岩 昭男君） 電算管理の運営事務でございます。宛名サーバー機器購

入１ということで、本来、令和５年度に更新予定であるというものを、導入までに時間

がかかるということで令和４年度に導入ということでございますが、本来この機器はい

つまでに更新をすべきものであったのかということをまず伺います。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 本来ですと、令和５年１０月までに導入をするというとこ

ろで、全ての自治体が動いていたところでございます。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） これは、全国全ての自治体が入れないといけんというこ

とで、要は機械が足りなくなるのではなかろうかという懸念であるかと思いますが、そ

うなりますと、結局まだ使える機械でありつつも１年前倒しで更新するということで、

機械が何かもったいないような気がするんですけども、その辺はどういうふうに考えら

れますか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 現在、ソフト面のＯＳのアプけのサポートが、どちらにし

ても令和５年１０月で終了する予定となっております。今年度中にこの団体内統合宛名

サーバー機器を購入して、令和５年１０月に備えるという形を想定しております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） １３５ページの下段です。企業支援対策事業、これの事

業 ８００１余りですけども、これは全協で説明のあった要綱と全く同一の内容の予算

でしょうか。まずそれを確認しておきます。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 日南町新型コロナ感染症対策事業者緊急支援応援金につき

ましては、前回の全協のほうでも比較年度、令和元年度と令和４年度の比較だけではな

く、令和２年度、令和３年度も比較してはどうかということがありましたので、要綱の

ほうはそちらに変更しております。また、燃料１高騰対策支援補助金につきましては、

前回お示ししておる要綱から変わっておりません。金額に関しても変えておりません。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） まずお聞きしたいのは、事業者は法人格と任意団体、一

部任意団体も、要綱ちょっと今すぐ開けない状態なんですけども、それについて個人事

業者、いわゆる農業者も個人事業者なんですけども、これは対象になるのかどうかとい

うことを再度確認をしておきたいと思いますが、どうですか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 前回の全員協議会のほうでもお示しさせていただいたとお

り、今回、応援金につきましては、町内で営利を目的として事業を行う法人、団体、個

人としております。また個人につきましては、農業者のほうは外すということで前回も
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お示しさせていただきましたけども、今回も外した形で要綱を準備しております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 企業支援対策事業という趣旨は分かりますけども、やっ

ぱり、特にある程度一定の経営をされている農業者の方も、いわゆる認定農業者なんか

になっておられない農業者もあるわけですよね、現実には。ですから、一応門戸は全て

の事業者に開くべきだというふうに考えますが、町長の見解をお聞きします。先般、町

長おられなかったので、全協のときには。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回の補助制度っていうか、支援応援金のほうの内容でござい

ますが、基本的にはコロナ感染症で大きく影響を受けた方っていうところが主たる内容

でございますので、そういった意味で農業も入ってはおりますが、農業の個人事業主ま

では対象をしてないということはそういう内容でございますので、御承知のとおりコロ

ナが当初発生した段階の中の、国あたりやとの制度を活１しながら日南町版に組み替え

てきたっていう内容でございます。そういった形を以前も、どういいましょうか、つく

ってきた経過がありますので、そういった形の内容を主体的に捉えて現在の内容に組み

替えたっていう話の流れでありますので、そういった形で御理解をいただければという

ふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） ちょっと納得はしません。

もう一つ、日南町燃油高騰対策支援補助金ですよね、これも先般要綱を示されました。

これの燃油高騰の支援の在り方は、やっぱり運輸業者に限らず、日南町、それこそ役場

の職員の皆様はじめみんなほとんど自動車で通勤されてるわけですよね。ですから、こ

の支援の在り方もやっぱりもうちょっと間口を広げるべきじゃないかと思いますが、こ

れもちょっと町長にお聞きします。どうですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 燃料１の高騰につきましては、御案内のように事業者もそうで

すし、誰もが、全員が何らかの影響を受けてるっていうのは事実でありますし、ただ、

やはり営みとして燃料を主体的に使う事業者の皆様に対しての支援だというふうに御理

解をいただければというふうに思っております。職員的な、あるいは全ての、どういい

ましょうか、住民の皆さんに何らかの高騰の影響があるということはもちろん認識して

おりますので、そういった意味も含めて６月には ０００１ずつお配りさせていただい

たということは、包括的な考え方として私自身は整理をしていきたいというふうに思っ

てますし、また、今後の食品高騰だとかいろんな様々なことが１０月以降うわさされて

おります。それはそれとして、また新たな考え方を持って支援の考え方を整理していき

たいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。
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○議員（４番 久代 安敏君） 前回の全協の資料によると、大型車４トン以上が５１１、

それからそ通車４トン未満が２１ ０００１、１そにつき。軽自動車、営業車がそそが

してあるものが１１ ５００１ということでした。私は、青ナンバーで営業されている

業者もあるし、それから、例えば林業なんかは白ナンバーで、そ通のナンバーで６トン

や４トンで搬送されていますよね。その人たちも燃油、軽油の高騰で実際に営業に、経

営に影響があるんですよね。ですから、もうちょっと丁寧に予算を組んでいただきたい

なと思うんですけども、どうでしょうか。町長のそういう、この制度から漏れる人、予

算がその分膨らみますよ、恐らく、門戸、間口を広げると。ですけども、やっぱり思い

切って補正予算を組んで、本当にトラックがなければ営業できない人も対象にすべきじ

ゃないかなというふうに考えますけども、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回の値上がりっていうところの中で、交付要綱にも書いとり

ますが、基本的には経営に影響があった事業者っていうことで整理をさせていただいて

おります。ですから、林業の関係の皆さん方にはけアけングはさせていただきました。

ですが、全てとは申し上げませんが、昨年から今年にかけてやっぱり経１が、経１って

いうか立米当たりの切るけ価ですよね、そのほうが値上がっております。ですから、そ

ういったことも含めて、燃料ということも含めて、要は転嫁はされてるというふうな私

自身は理解しておりますし、直接的な林業の関係者からの陳情ということは具体的には

ありませんけれども、けアけングの中で実態が、昨年からいきますと６００１から７０

０１、立米当たり上がってるっていうふうな状況もありますので、ですからできるだけ

そういった事業者あたりのけアけングをしながら、どういいましょうか、できる内容の

ものを今回のほうで、高騰対策のほうで上げさせていただいたということで御理解をい

ただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） まずコロナ対策の応援金ですけども、これまで２回行わ

れましたけども、要綱が大きく違った点がありますでしょうか。元年度、２年度分の比

較というとこは聞きましたけども。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 基本的には大きく変更はしておりません。上限額を３０１

１でこのたびさせていただくというところで変えたところ以外は変えておりません。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 今年度、これで何件ぐらい想定されているのかというこ

となんですが、昨年の場合５０件で ２００１程度の交付金の実績がありますけども、

今年度は上限３０１ということですが、何件想定されてますか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 予算を策定するに当たりまして、今回５３件で想定のほう
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しております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 先ほどの久代議員の質疑にも関連するんですけども、新

型コロナ対策で、収入減少というのは確かにあるのかもしれませんが、しかし、町内の

事業者二百十数社、２２０社程度でしょうか、農業も含めて、そのうちの５０件程度想

定されてる、約４分の１です。その人たち、今コロナの影響は確かにあるのかもしれま

せんけども、最近の情勢は、やはり物価、燃料をはじめとする物価、資材の高騰のほう

がより厳しい現状にあると思うわけですよね。トラック協会から補助金陳情が来たから

やりますよと、林業関係から陳情が来てませんからしませんと、そういうような答弁に

聞こえるんですよね。そういう考えしかできてない、策がなさ過ぎると思うわけですけ

ども、新型コロナの経済対策会議は現在どのように機能してますか。この施策を検討す

るときに、どういう議論されましたか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 確かに議員おっしゃられるように、今は新型コロナの影響もも

ちろんあるというふうに私は思っております。あわせて、今回っていうか今年から油の

高騰であったり、肥料の高騰であったり、資材の高騰であったりというのはもちろんそ

のとおりだというふうに認識しております。ただ、業界から要請があったからどうかっ

ていうことよりも、その前に私自身もやっぱり町の中の会議の中で、影響額がどこに、

どこまであるかっていう話はそれぞれが調査した上で、対策を練るのか練られないのか

の判断をしていくっていうことで動いてきておりますので、結果的な形の中でそういう

表現もさせていただきましたけども、基本的には、どこまでの影響があったかっていう

とこはそれぞれの段階で担当課のほうで、担当部署の内容のけアけングをしております

ので、その中で全てにはいかないというふうには思っておりますけれども、影響が大き

いところの中でポイントをつかんで支援していくという考え方を持っておりますので、

言葉として要請があったかなかったかって話を適１させてもらいましたけれども、実際

には底辺とすれば、基本的なところの影響の範疇のけアけングをした上での内容という

ことで説明をさせていただきたいと思いますし、また、多分これから継続するっていう

か、油代にしてもどんどん、一遍に下がるというような状況にはないというふうに思っ

てますし、資材にしても肥料にしても酪農のほうの、どういいましょうか、関連も含め

てどんどんあるというふうに思ってますので、今後、国のほうも考えておりますし、県

のほうも考えておりますので、そういったところの一体的な整理をしながら、町として

もけ独なり、あるいは上乗せをっていうことを考えていきたいというふうに思っており

ます。（「新型コロナの経済対策会議については」と呼ぶ者あり）

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。（「質問に答えてない」と呼ぶ者あり）

もう一回聞いてください。もう一回聞いてやってください。質問に答えてないという

ことですので。（発言する者あり）
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○議員（９番 坪倉 勝幸君） え、答えるの。

○議長（山本 芳昭君） 分かりましたか、オーケー。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 大変失礼しました。回答になかった回答をしたかもしれません

が。対策会議については５月以降やっておりませんが、ただ、指示として毎週課長会議

だとかそういった形の中で指示を、先ほど申し上げた指示の内容はした上で整理をさせ

ていただいてるっていうことでお伝えをさせていただきたいと思いますし、回答とさせ

ていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 課長会議で指示をしたということなんですけども、よく

これまでも発言をしてきましたけども、役場の総合力の発揮につながってないというと

こはそういうことにもあると思うんです。町長が担当課に指示をすればそれで終わりな

のかっていう。やっぱりお互いに知恵を出し合う、現状を理解し合う、情報の共有とい

うところがやっぱり必要だと思うわけです。５月以降開いてないということなんですが、

新型コロナの対策委員会のほうはもっと開いておられると思うわけですよね。経済対策、

今回こういう施策を打ち出すに当たって、その経済対策会議が開かれてないっていうの

は教憾に思うわけであります。ですので、例えば日吉津村は今回、村内２１０事業者に

一律１０１１の物価経済対策として交付をする予算を提案をされております。農業者に

ついては今後検討するということでありますけども、既に農協からは要請も来ておるわ

けでありますから、例えば農業者も含めた全事業者に対する物価高騰対策、燃油高騰対

策、併せて提案されるべきだと思うわけでありますけども、国が進める肥料高騰対策に

ついても久代議員からも言及がありましたけども、これ町として、例えば申請などにど

う関わっていくのかっていうようなこと、１０年前のときは農協が全くというほど関わ

ってくれませんでしたから、農家が集落でグループをつくって対応したという実績が、

そういうことも、ちょっと余談ですけども、今後の施策の中に配慮いただきたいと思い

ます。今回の委託料と補助金、非常に限定的な範囲で教憾に思うわけであります。もっ

と幅広いことを検討をされる予定について伺います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 様々な情報提供も含めていただきましたけれども、どういいま

しょうか、個人的に考えてますと、日南町でもけ独の事業をこれまでの対策の中でやっ

てきたつもりであります。それの情報源は、やはり皆さん方が各家に、あるいは事業所

に出向いてけアけングをした結果だろうというふうに思っております。例えば、今回の

酪農の皆さんが主体的に動いておりますけど、私どもとすれば和牛あたりにも感大をし

てきておりますし、それを特に言うわけではありませんけど、いずれにしてもやっぱり

町内の事業所も含めて、個人も含めてトータル的な考え方はこれから特に必要になって

きたというふうに自身は思っておりますので、議員の幅広い視点っていうか、そういう
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ことも含めてですが、いわゆる様々な影響があっとりますので、その影響をどこまで支

援ができるかというところは、改めて私どもは職員と一緒になって考えていきたいとい

うふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） この企業支援対策ですけども、８月に全協でこの支援に

つきましては一通りの説明をいただいたんですけども、若干課長からはそのときの議員

の意見も反映させたということもあったんですけれども、最終的な要綱の、まずやはり

こうやって執行部に問うてもあれなんで、要綱を提出をお願いしたいと、この２つのお

願いします。それが１点です。

それと、執行経１で委託料と補助金という形で分かれております。これまで企業支援、

いわゆる緊急の応援金とかいう形では、商工会を窓口としてやっておられるわけですけ

れども、なぜこの燃料高騰の、いわゆる運搬、運輸の関係ですね、燃料高騰という名目

にはなってるんですけれども、これは町が直接事務を行うという形にされたのか。何か

これまでの流れでいきますと、やはり同じような形で委託料として商工会を窓口として

やられるべきじゃないのかなと思うんですけども、この辺はどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 失礼いたします。今回応援金につきましては、議員おっし

ゃるとおり委託ということで商工会のほうにお願いをするようにしております。燃料高

騰対策支援補助金につきましても、ちょっと今、商工会とはいろいろ話をしております

けども、ちょっと件数的なところもあって町のほうでも十分対応できるのではないかと

いうところで、補助金のほうでさせていただくように考えております。

○議長（山本 芳昭君） 要綱については、提出をしていただけますか。

島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 要綱につきましては、すぐに提出ができますので提出させ

ていただきます。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） こういうような緊急的な対策につきまして、商工会これ

まで、当初は農業関係も商工会を通してというような形になっておりました。やはり何

かこう、手法として何か統一されるべきだと私は思います。非常に分かりづらくなって

きます、これから先に。例えば今後、事業者に対しての、運送業とは別の軽油等の高騰

対策の支援をするとすればどうするのかとか、また同じように農業もどうするのか、肥

料高騰対策どうするのか、それもまた商工会なのか、直接町に補助申請するのか。やは

りここら辺りに対しても統一性を持たせて、対象者が分かりやすいような制度づくりと

していただきたいと思いますが、どうでしょうか。（発言する者あり）

○議長（山本 芳昭君） いや、町長が答えないけんでしょ。

中村町長。
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○町長（中村 英明君） すみません。商工会に一括した形の取扱いがベストではないか

という御指摘でございますが、こういったことの補助金を構築するに当たりまして、商

工会とも当然協議をさせてもらっている経過があります。ですから、商工会としても体

制的なところもありますので、先ほど申し上げましたように、今回の燃料１の高騰の分

につきましては件数が限られてるっていうことがあって、町として、町のほうで対応す

るということで、協議経過というか交渉の中での最終的な取扱いとするということにさ

せていただいておりますので、基本的にはそういう商工会とのすり合わせをしながらと

いうことで御理解をいただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 先ほど、課長から営利を目的としたという発言があった

んですけども、事業者の中には営利を目的とせずに行政に近い事業をされてる法人とい

うか事業者もあります。そういうところはやはり、どういうんですかね、売上げの問題、

上がった下がったっていうのがなかなか比較しにくい部分があるので、同僚議員も先ほ

ど言われたように、もう少し広く、一律というか一律じゃないかちょっと分からんです

けど、もう少し広く広げるべきではないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） どっちが答えるか。答える、どうする。（発言する者あり）

○議員（３番 櫃田 洋一君） すみません、舌足らずですみません。この企業支援なん

ですけども、営利を目的とした企業というか法人を対象にという発言があったんですけ

ども、営利を目的としてない法人っていうか事業者もあります、日南町内に。そういっ

た事業者もやはり支援、やはりこのコロナ禍ですごく頑張って事業されてます。だから、

そういう事業者に対してもやっぱり支援をしていかれるべきではないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 改めて確認をさせていただきますと、基本的には、町内の事業

者において営利を目的としております事業を営む法人でありますとか、団体であります

とか、個人を対象とすることで、今後も事業継続の意思のある方っていうことが主たる

内容でございますので、ですから、これに該当される方は当然していただければという

ふうには思ってますし、当然その条件として、どういいましょうか、収益の減少ってい

うところが条件的にはそれに加わっていくっていう話ですけれども。ですから、それも

先ほど申し上げました内容で、ただ銀行だとか、郵便局だとかそういった公的な要素の

高い者については除くという形を整理しておりますので、その方でそういう条件の中に

当てはまらない方がおられるっていうような状況があるなら、また相談をいただければ

というふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 確かに、収益の減少っていうのはなかなかちょっと、ど

ういうか、はかりにくいところがあるんですけども、営利を目的ではないけども、町内

ではやはり事業をしてる、行政に近い事業をされてる、ちょっと会社名は今ここでは申
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し上げにくいんですけども、そういう事業者もあるので、そうであれば、例えば事業者

から申込みをしていただいたそのときにけアけングをして適正か適正でないか判断して

いただいてもいいし、私は、その事業者も町内ですごく努力をして、例えば今コロナ禍

ですから感染症対策、感染しないように努力をして事業をされています。そういう事業

者に対しても、やはり応援するべきではないか。現金を払うのがいいのか、町税を少し

減免するのがいいのか、いろいろあると思うんですけども、そういう事業者もやはり何

かちょっと応援してあげてほしいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 営利を目的としてないっていうことが明らかであるならば、対

象にならないと思いますが、その辺の判断は個別の話になるのかなというふうに思いま

すので、御相談をいただければというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 大変ちょっとうがった質問になるかもしれませんけど、

要するに、このたびの燃料１高騰対策支援事業補助金のほうでありますが、先ほど、件

数が少ないのでこれの交付は町のほうでやってもよいというような答弁がありました。

そっからちょっといろいろうがった考えになるわけなんですが、要するに件数が少ない

ということは、予算が２６０１ぐらいしかないので件数を絞った交付の要件を後からつ

くられたようにも感じるわけなんです。もっと広く、どういった方をどういう形で助け

るために町は要件をつくるかというような発想でないように聞こえたわけなんですが、

本当正直なところ、どういう形でこの要綱がつくろうという話になったのか、その辺を

お伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） すみません、うがった考え方だと思ってます。というのが、要

綱を出させてもらってる中で、特定の事業者っていうものを明確にお知らせさせてもら

ってるというふうに思ってます。ですから、その目的に該当する件数が少なかったとい

うことでありますので、金額が少ないとかっていう話でもないと思っております。御理

解いただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 若干補足をさせていただきたいと思います。今回の補正予

算の編成の中におきまして、去る６月の補正でお認めいただきました福祉事務所のとこ

ろは、補助金交付で整理をしてございました。それも燃料の高騰に係る部分でございま

した。また、今後においてでございますが、農業部門におきましても、農協であるとか、

再生協であるとか関係機関との密接な取組というのが重要になってこようかと思います。

一元化という事務的なところも御意見頂戴したわけでございますが、適宜それぞれで整

理させていただきながら、今後の補助事務につきましても、今回につきましても補助金

という形で整理させていただければと思っております。また都度協議させていただきた
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いと思いますが、今回はそういう整理もあったということで御認識賜りたく、よろしく

お願いします。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） うがった考えで質問しております。その中で、そういっ

た内容になっているというのを、内容というか説明にもそういう形が表れてるというこ

と、相手がどういう形で取るのかというのを、説明の仕方にもあると思います。

それでありました、この日南町燃料１高騰対策支援事業という名前でこのたび要綱を

示されておられました、予算も組んであります。そういった中において、燃料１高騰と

いうのが運送事業者、要するに車両に対して出すという、車両というか形、出すという

のが、燃料１というのはいろんな立場でいろんな方がいろんな条件の下で使われている

わけなんです。そういったのを、もう燃料１という一つのくくりの中で運送１、要する

に車に対して出すという発想が自分たちになかなか浮かんでこないわけなんです。そう

いった予算の出し方、説明の仕方って、やはりちょっと違うと思う。何か広く皆さん方

に補助しているんですよと言いながら、もう物すごく、６社でしたか何社だか、１桁の

会社しか使えない、に対して約２７０１ですね、を出すということ。それってやっぱり

ちょっと公平さにも欠けるような感じが、公平さが若干欠ける予算の組み方ではないか

と思うわけなんですが、その点どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回のこの日南町の燃料１高騰対策支援補助金要綱につきまし

ては、基本的には事業者の皆さんが、やっぱりこの原油が高騰することによりまして経

営に対して影響が受けやすいっていう営みをされてる皆さんに対しての補助金でござい

ます。ですから、当然先ほどから言いますように、油の高騰の影響を受けてる方は、も

う極端に言えば全世帯的な考え方は私でも持っております。ですが、今回の場合は、そ

れを中心に営みをされてる皆さんの、いわゆる自動車の運送業でありますとか、貨物の

自動車の運送業だとかそういった営みを、経営をされてる皆さんに対しての補助金だと

いうふうに御理解をいただければというふうに思っております。ですから、その営みが

継続することのための支援ということで御理解いただければというふうに思っておりま

す。

ただ、先ほど申しましたように、町民全体の話につきましては、既に６月に１回、各

個人ごとに ０００１の交付という形を取らせていただいております。説明の中でいろ

んな食品の高騰でありますとか、油の高騰でありますとか、そういったことを第一弾と

して今年度の予算の中ではさせていただいてるっていうふうに思っておりますので、そ

れで１００％かということではなくて、これからの情勢も見ながら、先ほどのほかの議

員の御指摘もありましたように、幅広い観点の中で検討は進めていきたいというふうに

思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。
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○議員（５番 近藤 仁志君） 先ほど同僚議員からも質問がありましたが、一つは委託

料として、コロナ感染症対策事業で前年度、令和元年との比較で１５％の収入が減って

る方に対して上限３０１の助成をするという事業ですね。それから、これには燃料高騰

対策事業にはもう１そ、何そということで、コロナと物価高と分けて配付する必要があ

るのか。要するに、燃料１高騰することによって、やっぱり収益が減少するという実態

が大きいわけなんですよ、実際問題、農家にしても、あれしても。この燃料１高騰した

ことによって、農家の方、事業者ですね、最初の新型コロナの感染症対策事業緊急支援

応援金という名前のとこも、燃料１高騰によって収益が減少しとる方も対象になるわけ

なんですよね、それは、１５％の収入が減っとったら。これはコロナとは関係なしでも

できるわけなんですよ。したがえば、これを２つを一緒にして、同じ燃料１高騰で、や

はり要するにコロナ対策どっちでもいいわけなんですが、燃料１が上がって収益が落ち

とるのか、果たしてコロナで収益が落ちとるのか、結構今は物価高によって各個人であ

ったり、皆さん多くの方が収益、手取りが減っているという実態が多いわけなんですが、

そういった考え方って、やはりコロナでの支援金、物価高による、燃料１高騰による支

援と分けて考える必要があるのでしょうか。その点、なぜ分ける必要があるのか、お伺

いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） おっしゃられる内容につきましては、分からないような、分か

らないっていうか、全体の内容は理解をしております。ただ、極端に言やあ、国からの

補助金もこういう使途で、臨時交付金にしてもこういう使途でこれだけ使いなさいって

いう交付金の内容もありますので、それとやっぱり時期的なこともあります。今回、特

に農業のことをおっしゃられましたけど、農業のもう肥料とかというような内容の取組

も国のほうからもあってるのは先ほど説明したとおりでありますので、ですから極端に

言やあ、いろんなものが高騰してる中で今は事業所別にっていうかそういうことも、ど

ういうか、ピンポイントで動ける形のほうが効果的かなというふうに私自身は思ってま

すし、制度の上からの交付金の流れ、そういうことも含めて今の段階ではできるだけ、

コロナについては幅広い業種はないっていう話はありますけれども、それ以外のものに

ついてはピンポイントで動ける形のほうがより効果的っていうふうに思っております。

特にコロナの場合については、最初から飲食業だとかいろんな皆さんが高騰が影響が受

けやすいっていう状況が続いておりました。ですから、全町民に幾ら交付しますってい

っても、幾ばくかの飲食店あたりの影響の効果っていうのは生まれてきてるというふう

に思っておりますが、ただコロナがどんどんどんどん長く、３年も続いてる中でいくと、

ピンポイントの事業者にはなかなか、どういいましょうか、危機的な考え方が解生され

てないっていうこともありましたので、そういったことに対応するために冒頭に申し上

げましたコロナの関係の対策の応援金を設定させていただいたということで、御理解を

いただければありがたいというふうに思っております。

－３７－



○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） いろいろ考え方の相違もあろうと思いますが、この内容

についてちょっと１点ほど。この車、大型車、そ通車、軽自動車、いろいろあるわけで

すが、この稼働している稼働率というのは設けておられるのかおられないのか。要する

に、購入してナンバーつけとったらもうそれは１そでけウントされるのか、稼働してな

くても。反対に、コロナによってその稼働率が下がっとるということがあるわけなんで

すが、これは燃料高騰とは結びつかないわけなんですが、その点のけアけングなど、調

査などはされておられますか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 失礼します。こちらにつきましては、試算前に各事業者の

ほうに聞き取りのほうはさせていただいております。基本的には、１日の移動距離の平

均であるとか、あとはトラックの燃１であるとか、あとは値上げ幅、こういったものを

計算して試算のほうをして、大型の場合は５１１というふうな組立てのほうをしておる

ところでございます。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） 前回、企画課長のほうから全協でこの案を見せていただ

きまして、実は帰ってからいろいろ考えていましたら、３０センチの幅の桁を挟んでこ

ちらは３０１もらう、こちらはないと、そういうような思いで今日までおりましたけれ

ども、先ほど来、町長の答弁を聞いておりますと、まだこれから変化をすれば、世の中

が、まだ法人以外の農業者の可能性もあるというふうに聞こえたんですが、それでよろ

しいでしょうか。確認をさせていただいております。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的に現時点ですが、金額のことは申し上げることが現時点

ではできませんが、肥料の高騰あるいは燃料の高騰っていうところだけは実施したいと

いうことで、冒頭からもそういう話をさせていただいております。ですから、今回それ

以外のことを上乗せっていうことも含めてですが、いわゆる臨時交付金のほうが１０月

になるのかちょっと定かではありませんが、そういったところも見合わせながらという

ことは、幅広い形の中で検討はしていきたいというふうに思っておりますが、前段の肥

料等燃料高騰については、できるだけ本定例議会の中の最終日のほうで上程させていた

だければというふうには基本的な考え方は持っておりますが、そういうふうになれるよ

うに努力はしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） 今町長さんの話では、臨時交付金とのいう言い方でした

けれども、臨時交付金が出るか出んか私も分かりませんけれども、物価が２５％とかも

う上がっとるわけですね、今。そうすると、油にしてもありますけれども、資材１が圧

倒的に上がるんですよね、肥料も５５％ぐらいまで上がるんだろうと言われております。
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そういったときに、交付金の額が幾らであろうと、やはり小感模農家も農村を形成しと

るわけでありまして、そういった方がやっぱりおられんと水路の掃除ができなかったり

とか、急なお手伝いができなかったりとかするわけでありまして、そこはひとつ土俵に

上げていただきたい、そのように考えておりますので申し上げておきます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） １点、燃料高騰対策で追加の質問をしたいと思いますが、

その補助金が、大型車、積載量４トン以上だということだと思いますが、これって特大

車、トレーラーも全て一緒なんですか。例えば、１４トン以上積載車、あるいはトレー

ラーのそ数どれぐらいあるのか把握はされとると思いますが、４トン未満と４トン以上

との区分しかない、軽はありますけども、あまりにも乱暴過ぎるんじゃないかなと思う

わけですが、その辺はどうお考えでしょうか。だって、２０トンのトレーラー、２０ト

ン超のトレーラーですね、４トン車の何倍の燃料、燃１でしょうか。けアけングしたん

でしょ。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） すみません、基本的には、４トン以上４トン未満というと

ころでけアけングのほうしております。今現在うちのほうでけアけングした結果、４ト

ン以上の車が３５そ、４トン未満が５そというところで企画課のほうでは数字を持って

おります。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 企業支援のほうはもういいですか、皆さん。いいですか

というか、ちょっと替わってよろしいですか。商工総務のほうのたったもけードのこと

で伺います。

ポイントアップですね、これの関係で補正なんですけれども、月２回、第２、第４水

曜日ですか、ポイントアップということでその補正になっておるんですけども、この２

２５１１というのは、もちろんこれは来年の３月末までのこのイベントというか、ポイ

ントアップの事業に対しての予算ということでよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 基本的には、７月から２月末まで行うというところで考え

ておりまして、補正組ませていただくに当たって、８月１０日までの実績が出ておりま

したので、そこから見込みを算出して不足する分を今回補正させていただいたところで

ございます。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） これまでの利１率が非常に高いということでこのような

補正になったわけですけども、今後もまた正月とかいうようなところでポイントが増え

るんじゃないかというちょっと思いがありまして、それは非常にいいことだと思います
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けども、このたったもけード自体がほぼコロナの臨時交付金で成り立った事業でありま

す。やはり財源があるからという思いでこうやっていけいけどんどんでやっておられる

というようなところもあると思うんですけども、今後これを定着するに当たって、やは

りたったもけードというものをいかに活１していくかというとこが一番重要なことだと

思いますんで、やはり今後もいろいろと商工会との話もあるかと思いますけども、期限

を切った形である程度評価をしてやられるのも必要だとは思うんですけども、こういう

ような一般財源も投入ということもあるかもしれませんけども、やはりそこら辺りをし

っかり、ちょっと直接的な予算の話ではないんですけども、今後のその経１、それと効

果というものを把握していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 議員おっしゃるとおりだと思っております。始まってから

今５か月、約６か月が経過しまして、いろいろなことが分かってきております。ただ、

前年度の比較であるとかというところまではまだ至っておりませんけども、店舗に聞き

取りなどでいろいろな数字を聞き取りをしながら、どういった支援が必要なのかという

ことももちろんですし、今後どのように活１していくかというところは、やはり企画課

としても考えとるところでございます。今は商工分野であるとかそういったところに限

られておりますけど、これを観光であるとか、やはりそういうところに広げていかなけ

ればいけないというふうに考えておりますので、またいろいろ関係団体とも協議をして

いきたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） たったもけードとも関係するんですけれども、先ほどか

ら皆さん議論されてる燃料の問題で、ちょっとだけお聞きしておきたいんですけれども、

たったもけード、いろいろな利１の仕方ができると思うんで、例えば燃料を使うほうじ

ゃなくて、売るほうに対して、町内のガソけンスタンドで給油をした場合には一定のポ

イントをあげますと、それを行政側が、町が負担しますという。計算しなきゃいけない

ので大変といえば大変なんでしょうけども、たったもけードの場合、全部電子的にデー

タは残るので。あと法人１のけードを作らなきゃいけないとかそういう問題は出てくる

かもしれませんが、その燃料売る側の時点で何かの補助をするというような可能性はな

いですかね。（発言する者あり）そういうことです、町内で給油すれば。（発言する者

あり）まだ、安くというかポイントをその分付与すれば。

○議長（山本 芳昭君） 提案なので、意見だと思うんだけど。（発言する者あり）

中村町長。

○町長（中村 英明君） すみません、ちょっと私自身が今の発言の内容について理解し

にくかったので、大変申し訳ないですけど改めてお願いしてよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） すみません。ガソけンスタンドに補助してほしいってい
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うことではなくて、法人１のたったもけードがあったとして、個人でも法人でもいいん

ですけれども、給油をしますと、町内で、例えば ０００１給油をしたときに、今比率

が決まってますけれども、ガソけンスタンドでの給油に関してはポイントを上げると、

特に増えると。だから、給油に対して補助をすると、ガソけンスタンドだけそのポイン

トをたくさん、何ていうか、個人に対してつけるということですよね、その個人に。ガ

ソけンスタンドにつける、ガソけンスタンドは、でもその分、何だろ、ガソけンスタン

ドはだから関係ないか、関係ない。個人に対してあくまでもそのポイントをつけてあげ

て、そのポイント分を町で負担してあげるというそういう意味合いですけれども。恐ら

く店舗ごとにポイントの付与率を変えるっていうことはけステム上はできるんじゃない

かと思うんですが、そういった工夫は、たったもけードせっかくあるので、利１方法と

してどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） ただいまは補正予算の質疑をしておりまして、大変貴重な御意

見だとは思いますし、執行部も検討される余地はあろうかと思いますが、この場におき

ましては、提案された議案について質疑をいただければと思っております。よろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）

島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 失礼いたします。先ほど御質問出てました、燃料高騰１を

商工会を通じてはどうかというお話があっておりました。すみません、私がしっかりと

要綱を見ておりませんで、商工会を通じて事務を、事務というか受付であったりだとか、

聞き取りであったり、こういったことをするようになっておりましたので、すみません、

修正をさせていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） じゃあ、商工会を窓口としてやるという答弁に変えられるとい

うことでよろしいですか。（発言する者あり）ちょっと待って。

企画課長、商工会を窓口にしているというふうに答弁を変えられるということでよろ

しいですか。

○企画課長（島山 圭介君） はい。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） そうなると、今の委託料のほうに振り替えんといけんじ

ゃないんでしょうか。どうですか。（発言する者あり）

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 私のほうからも訂正をさせてもらいます。大変申し訳ありませ

んでした。要綱上、申請のほうの受理を商工会のほうで担っていただいて、その確認し

た内容について町長のほうに、役場のほうに進達をするという内容にしておりますので、

その形で進めさせていただきたいというふうに思いますし、また訂正し、おわびを申し

上げたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） じゃあ、事務的には町でやられるということですか。
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○町長（中村 英明君） 最終的な支払いをうちがするっていうことでしょ。

○議長（山本 芳昭君） ２段階、受付は商工会。

○町長（中村 英明君） そうそう、そうそう。

○議長（山本 芳昭君） 事務は役場いうことですね。

では、次に１３６ページ、住民課について質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ４ページの民生一般管理事務、住宅改修助成ですね。今

までの実績と、今年度の実績と、それからどういう実績見込みをされてるか、件数とか、

金額とか。金額は出てますけれども、全体の金額は。件数など教えていただければと思

います。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 令和２年の実績が１０６件ありまして、それから令和３年

度も１０６件あっております。それから令和４年度ですが、８月末時点でありますけど

も４９件で、金額としては７３２１ ０００１の申請が出ているところです。よろしい

でしょうか。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ごめんなさい、７３０１、８月末時点で。なるほどなる

ほど、７３０１。それだと半年たたないうちにそのくらい使ったので、残りの期間に対

してざっくりとこのくらいの補正が必要だという、そういう計算になるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 今までの８月末の実績ですが、令和２年も４９件、８月末

時点で申請が出ておりますので、同様の申請が今後出てくるというふうに思っておりま

す。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 今の住宅助成ですが、この業務の委託は商工会が受けて、

半分は商工の商品財でということになっております。今新しいキャッけュレスのたった

もけードができましたので、その点を商工会とちょっと協議をしていただいて、こちら

のほうに移行したほうがいいんじゃないかというふうに思いますが、その辺どうでしょ

うか。いや、町長でも結構ですよ。要するに商品財を、今度たったもけード、ギフト財

もありますし、そっちのほうに移行したほうが取扱いが楽じゃないかというふうに思い

ますが、今後的に。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今後の在り方ということの御質問だというふうに思っておりま

すので、担当事業者、商工会とも協議をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。
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○議員（６番 荒木 博君） この話は以前からちょっと商工会のほうで出ておりまし

て、続けて検討をして、早急に検討していただきたいと思います。

それから先ほどの燃料の件も、要するに日南町で２６８１生１していただけるような

対策を取っていただきたいと、たったもけードでも結構ですから、思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 質疑をしていただきたいと思います。要望ではなくて、質疑に

していただきたいと思います。

荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 要望のようになってしまったので申し訳ありませんが、

たったもけードを使１していただきたいというふうに思いますが、商工会と協議をして

いただけますか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 荒木議員おっしゃった件につきましては、商工会からも要

望のほうをいただいております。先日、住民課のほうとも話をしておりまして、今後詰

めていくという話をしておりますので、まだちょっとこのたびの９月には間に合いませ

んでしたけども、前向きに進めていけるように検討していきたいというふうに考えてお

ります。

○議長（山本 芳昭君） 次に１３７ページから１３８ページ、福祉保健課について質疑

を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ６ページの障害者サポート事業なんですけれども、これ

はぜひ、人工透析患者の方の支援ということで大変よい事業だと思うんですけれども、

助成の期間等、どういった基準で金額を計算しているのかということをちょっと教えて

ください。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） この助成の期間につきましては、本会議での決議いた

だきました後と思っておりますので、９月からこの３月、来年３月までということで思

っております。できましたら次年度も継続していきたいというふうには考えております。

あと、予算の根拠のところにつきましては、自宅から通っていらっしゃる医療機関ま

での距離をと思っておりますので、大まかに３区間ぐらいに、３０キロまでと３０キロ

から５０キロ、５０キロ以上というところでけ価を決めまして、簡けな形での助成、手

続ができるようにというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） これは、高騰分をという、どういうかいね、高騰分なの

か、もう燃料分は全部出しますよという、そういう感じなのか、どっちなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 現在対象者１４名ということで、見込みですけれど上
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げさせていただいております。それぞれ通う医療機関も通う手段も異なっておりまして、

燃料高騰分を個々に出すということはなかなか困難でありますので、これまで通院１の

助成は行っておりましたけれど、非課税であることっていうような条件もありまして、

ほとんど利１っていうことは少ない状況でありました。

今回は、全体に対しまして皆さんに同様にこの高騰負担もかかっております。ただ、

やめられない通院ということで助成をしたいということで、一律な形ですが、先ほど申

しましたように、距離に対しまして距離ごとにけ価を決めまして、そのけ価ごとに月額

のけ価を設定いたしまして、通院に対しての助成を行いたいというふうに考えておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。これについては分かりました。

それで、関連でお聞きするんですけれども、送迎ということも日野町だとかでは既に

やってると思うんですが、それも検討されるということだったと思うんですけれども、

その状況というのはどうなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） これによりまして、経済的な支援ということは一部担

えるかなと思いますけれど、物理的に御自身で通うことが困難になっていらっしゃる方

がいらっしゃることも承知しております。日南町で一番近いところでは日野病院の透析

場所が一番近いわけですけれど、そこまでもなかなか通院が難しいという方も承知して

おります。日野病院の助成事業も含めまして、検討をしているというところであります。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

ここで暫時休憩といたします。再開を午後１時からといたします。

午後０時００分休憩

午後１時００分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

タブレット１３９ページ上段、農業委員会について質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） １４０ページの下段の業－クレジットの……。

○議長（山本 芳昭君） 大西議員、上段の農業委員会から。

○議員（１番 大西 保君） ああ、農業委員会か。じゃあ、すみません、一緒だと思

ったんで、すみません。

○議長（山本 芳昭君） 農業委員会、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、１３９ページ下段から１４１ページ上段、農林課につい

て質疑を許します。
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１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 業－クレジットの購入について昨日一般質問いたしまし

て、町長はもう森林組合から購入するという基本姿勢は崩されないと思うので、あえて

私は収入、説明の中では財産収入、そして有価財財、売払い収入につてるということで

すが、この有価財財はどこの有価財財なんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 歳入に係ります御質問でございますが、今回につきましては、

財財としまして、株式会社のグけーンけャイン、日南町が持ってる株のほうを、どうい

いましょうか、地主じゃないですけど、グけーンけャインのほうに買っていただくとい

う考え方で整理をさせていただいております。

若干ちょっと補足説明させていただきますが、金額につきましては １００１１とい

うことの考え方を持っております。冒頭、グけーンけャインの経過でありますが、当初

の段階はうちが⒐９％、森林組合が１⒋８％としてスタートしたのが平成３年でありま

す。その後、平成９年にうちのほうが、日南町のほうが ２３５１１の追加という形に

なっておりまして、ですから、現行で申し上げますとグけーンけャインのほうの出資比

率のほうが、うちが３⒌９％、森林組合がそのまま増資がありませんので１６％とい

うような状況が現状の状況の出資比率になりますので、様々なことを鑑みまして、少し

下げて、森林組合あたりと同等のぐらいの出資比率にしたいなというふうな思いもあり

まして、今回の財源とさせていただいたということの内容でございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） なぜグけーンけャインから購入されるのか、そして、こ

の業－クレジットの……（「購入先が違う」と呼ぶ者あり）あ、森林組合。その財源と

してグけーンけャインなんですが、グけーンけャインから何株を売財というんですか、

されるんですか、 １００１いくと。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 株数で申し上げますと、２２０株ということであります。グけ

ーンけャインにつきましては、御承知のとおり経営が安定しとるっていうのが現状であ

ります。そういうこともありますので、そして、こちらの勝手な思いですけれども、ど

ういいましょうか、これによって毎年、配当金あたりを頂いてるっていう状況にはあり

ます。ですから、その一部を自社株にしていただくことによって、職員だとかそういっ

たところに回していただくことができたらいいなという、こちらの勝手な思いですけれ

ども、そういったことも背景の中に思っておりますので、そういった形で林業全体とし

ての、どういいましょうか、労働賃金のアップっていうところにつながっていければ幸

いかなというふうには、一つは思ってるとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ２２０株ということで １００１で、これ株価が５１１
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なんですが、５１をそのままなんですか。こういった株式がある場合は評価額というの

がありまして、当然購入のときそうですけども、これぐらいの大きな２２０株を購入す

るとなれば、要するに町長言われました３⒌９％じゃなしに３⒌１％でございますんで、

私、決算書を今日持ってきておりますんで、それで言っておりますので、数値のことは

ちょっとは違いますけど。言いたいのは、なぜ業－クレジットを購入するのに町の財産

をつてるのかという思いがあるわけです。私はそれはふさわしくないと思ってます。こ

れはそのまま町の財産収入にして、私は購入するならば別の財源から買うべきだと思う

んですが、一つの事例として、例えば森林環境ん与税とかあります。現在 ７００１あ

るわけですね。いや、そういったものを使うといったらどうなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） もともとは一般財源かなというふうには思っておりましたが、

先ほどの御指摘にありました環境税あたりは対象外ということでありますので、こうい

うことには使えないということはお伝えをしておきたいというふうに思っております。

ただ、今まで申し上げませんでしたけれども、グけーンけャインにしても森林組合に

しても、行政との請負事業者にもなっておりますので、そういった意味も含めて、均衡

に図るべきかなというふうに以前から思っておりまして、今回業－クレジットは同じよ

うな森林に対するような関連に基づく会社でもありますので、こういったタイミングか

なというふうに思っておりまして、こういう形を取らせていただきたいということで御

理解をいただければというふうに思っております。

もともとグけーンけャインの増資したときには、当初経営的にはなかなか資金繰りが

難しいような状況もありました。あるいは農業だとかそういった分野への、当時はです

よ、平成の９年頃でございますけれども、農業への受託事業あたりも展開をされており

ました。いろんな四苦八苦されながら、工夫されながら現在に至っておりまして、現状

では本当に安定的な経営がなされるような事業体になったということが現状であります

ので、そういうことも背景もありますので、冒頭申し上げましたように、ある程度森林

組合あたりとのバランスっていうのが取ったほうがいいのかなというふうな思いがあり

ますので、お伝えをしておきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 私は、これは財産収入としては別に減資して２２０株売

るのはいいんですが、これを業クレに使うのはどうかということを言っとるわけです。

そして、この金を使って、今度から入るわけですね、外からいろんな方が買っていただ

いて、それは ０００１で入ると。そういった場合のお金の管理はどうなるんですか。

今までどのような管理されとったんか。要するに業－クレジット基金がありますが、全

く昨年度も動いてません。ということがありますので、これから森林組合さんから買っ

た ０００トンについての売上げについてはどのような管理をされるのかを、ちょっと

そこら辺確認しとかないと、今までの町有林と、今度は町保有林という形になりますの
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で、その辺を明確にされてるのかどうかを確認したいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には現状と同じような考え方の中で、基金もありますの

で、同じような考え方で進ませていただきたいというふうな考え方を持っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 質疑の関係で、もう一度このグけーンけャインの株のこ

とを確認するんですが、当然社長と町長とトップ会談をされて、その方向だと思うんで

すが、これぐらい２２０株という大きな株数を売財するに当たって、例えば通常であれ

ば臨時株主総会とかいうことの決議とか、そういうのは必要ないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） グけーンけャインの会社の中での必要性はあるというふうに思

っておりますので、その方向性の中で既に申出っていうか、こちらのほうから購入する

ことに対しての申出はさせていただいておりますので、今後グけーンけャインの中で、

どういうか、役割的なことの会議あたりも含めてされるというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 町長、今、額面５１１で２２０株で １００１ですが、

株自身の、株価１株の評価額は幾らだと思いますか、実際の。これは相当価値が上がっ

とるんですよ、利益が出とるから。それを度外視して、ただけに純真な投資した金額を

投資したときの価格で、だって評価額があるわけですよ。要するにプラスになってるは

ずなんで、逆に言えばグけーンけャインさんは相当助かったなという感じになりますん

で、やっぱり適正な購入が必要かなと。だからあえて株数を聞いた。２２０株で５１い

うことは購入のときの金額と同じなんで、それはどうなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） そういう御指導いただきました。ありがとうございます。極端

な言い方すると、私が社長と話ししたのは、金額ベースをベースにして話をしておった

段階で、ちょっと株数につきましての詳細の交渉をしてるわけではなかったので、金額

的なところを中心に話をしてきましたので、そういう話もあるようでありましたら、交

渉という話でありますので、その辺ができるかどうかっていうのはちょっとこれからの

交渉に委ねさせていただけばというふうには思っておりますが、基本的には当初購入し

たのがそういうけ価でありますので、そこは私自身も確認しておりますけれども、とい

うことで、これからの交渉に当たらせていただければ幸いであります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西議員。

○議員（１番 大西 保君） 私、株主総会に２年出ております。１年目のときにそう

いった話ありまして、この株価の評価はどうなのかということが、当時社長はその場で

は即断されなかったですが、後で報告聞くと、これは金額的には３から４倍ぐらいにな

ってると。け純にいきますと、マックス２０１ぐらいの価値があるということで、その
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辺を考慮した上で、これで簡けに計算すると５０株か６０株になると思うんですが、金

額だけ １００１であるならば、５０株、６０株の売財と、購入ということを一つの前

提でされたらどうかと思うわけです。その辺も検討しながら交渉されてはいかがでしょ

うか。今、町長では、株数は、ああそうか、５１１でそうなったということで、金額が

先に出ておられたんで、その辺はいかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど申し上げたとおりの経過でありますので、ただ、思って

いるのは、先ほど申し上げましたように、組合とのバランスっていうことも視野に入れ

ておりますので、そういったことも踏まえた形で、先ほど御指摘いただきました評価の

在り方についてを絡めて交渉したいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 同じところでありますけども、先ほどの大西議員の質疑

から継続いたしますと、グけーンけャイン、第三セクターなんですけども、先ほどの町

長の答弁聞いておりますと、あまりにも他人事のようなふうに感じました。第三セクタ

ーで経営には携わらないという原則で来てますからそれはいいんですけども、やはり基

本構成の部分、大きく関わるとこなんです。それをやっぱり町、出資金とはいえ基本構

成で非常に重要な部分だと思うわけで、そういったところについて、グけーンけャイン

のことだからグけーンけャインで対応されることですとか、あるいは株式の買ったお金

で職員の給料が上がればいいと希望しますとかというような、いわゆる人ごとのような

ふうに感じました。やっぱり第三セクターとして、なぜ行政がそこに関わってきたかと

いう経過も含めて、例えば １００１１引き上げたとしても、第三セクターっていう位

置づけは残るわけですから、やっぱりそこはきちんと責任を持った話合い、グけーンけ

ャインの中で、日南町長という立場の中で議論をされるべきだと思いますが、いかがで

すか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと言葉足らずだったかもしれませんが、当然株主である

のには間違いありませんので、そういった意味での、グけーンけャインの中での立ちよ

う、ありようっていうのは当然変わらないわけですが、出資比率が違うだけの話であり

ますので、先ほど申し上げました内容については、既に代表の方には報告いうか要望事

項として検討してほしいっていうことは伝えておりますので、決して町が逃げるとか全

く関心がないということではないっていうふうに私は思ってますし、当然グけーンけャ

インのこれからの、どういいましょうか、安定経営っていうには関わっていかないとい

けないというふうに思っておりますので、そこだけは私自身も思っておるところであり

ますので、御理解をいただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 森林組合から業－クレジットを買うということなんです
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が、これを買って、また町として販売するっていう、いわゆるクレジットの転売という

行為になるではないかなと思いますが、そこの転売について日南町として行うことが法

的というか制度的に問題ないわけですか。そこは確認ちょっとさせてください。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 町のほうが購入して転売するという形になりますけども、

制度事務局のほうに確認しましたら、それは問題がないということで確認をしておりま

すので、ここで予算が通りましたら、手続をして森林組合から町のほうに業－クレジッ

ト ０００トン分が移行して町のものになると。その後は、町のほうはそれを日南町の

ものとして販売をしていくということになるというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） それは仲介者としてそそっていうか、仲介者という立場

になるということで理解すればいいんですか。あくまでも町の所有物を売るという元の

立場なのか、どうでしょう。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今の立ち位置と変わらず、町のものとして売るというふう

に認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ５００１で購入して、販売予定額は、け価は幾らで予

定をされていますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現在のけ価であります ０００１ということで変わりなく販売

をしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

先ほど坪倉議員おっしゃいました第三セクターとしての役割は残るというふうに発言

をされました。このことについて、執行部、確認をしたいと思いますが、株式を売られ

た後、第三セクターとしての役割は残るのかどうか、少しここを確認させていただきた

いと思います。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 当然、株式会社でありますし、株を所持するっていうことは当

然残りますので、一般的な株式会社としての位置づけっていうか、の在り方だろうとい

うふうに思ってますので、どういいましょうか、議員おっしゃられました第三セクター

っていうか、当初の段階ではそういう話があったというふうには認識しておりますが、

現時点では第三セクターということでなくて通常の、ですから、当初は有限会社として

スタートされておりまして、途中から株式会社に変更されて現在に至ってるというふう

な会社経営だというふうに理解しておりますので、一般的な株式会社としての日南町と

の出資しておりますので、株主としての扱いっていうか在り方だというふうに認識して
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おります。

○議長（山本 芳昭君） 確認をさせてください。出資率が２０％を下回ると、第三セク

ターに該当しないのではないかと私はちょっと理解しておるんですが、そのことを確認

をさせてください。

総務課長、分かりますか。

實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 先ほど議長おっしゃいました比率が２０％だったか１５％

かっていうのを、今、頭の中で記憶がちょっと乏しいわけでございますが、調査である

とか報告事項につきましては、そういった出資割合に応じて区分分けをしております。

ただ、１％でも出資していれば、いわゆる広義的な第三セクターとしての運１という位

置づけにはなろうかと整理をしてるとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） すみません、クレジットじゃなくて農産振農について伺

いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ちょっと待って。じゃあ、クレジットの関係で、じゃあ、少し

お待ちください。

２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 執行経１の中で、公有財産購入１ということで、業－ク

レジット取得１１で １００１１となっております。ちょっともともとのそもそも論と

いうんですけども、二酸化炭素の吸収量、これをいわゆる新たな価値観として定めたも

のですよね、これは、業－クレジット。どうでしょうか、一般的に財産と言われるもの

は、いわゆる法的性質の自体がこの業－クレジットが持ってるものかどうかというそも

そも論です。いわゆる財産としては土地、建物などの物件ですね、そういうものとか有

価財財などの債財、こういうものなんですけども、そもそもこの業－クレジット自体が

財産として位置づけれるものかどうか、一つその確認をしたいんですけども、分かりま

すでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ＣＯ２ の排出権ということで、それについて財産的価値は

というところだと思うんですけども、従来から財産そ帳等をそれには上げてきておりま

せん。個別で農林課のほうで管理をしてきたものというふうに認識をしております。今

回購入するに当たりまして、どの１目でということをちょっと担当課としても悩みまし

た。役務１だったり需１１だったりという、いろんな１目があったんですけども、購入

するのであれば、あくまで広義的な財産というようなところで、これが一過性のもので、

売っていけば目減りはしていくんですけども、そういった財産価値があるということで、

今回は購入につきましては、公有財産購入１ということで予算化をさせていただいてお

ります。
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○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ちょっと従前からもそういう形だ、考え方としてはそう

かもしれませんけれども、今回決算審査というとこで、３年度のですね、施策の成果及

び財産に関する調書、これが出てますよね。その最後のほうに、財産に関する調書とい

うのがついてます。その中には、土地、建物という区分、それから山林、それから物権

ということ、なし、無体財産権、なし、有価財財等という項目があって、いろいろな先

ほどのウッドけンパニーとかグけーンけャインとか、そういうようなところの有価財財

が載ってますし、出資による権利、この中にいろいろと出捐金とかそういうものが出て

ます。それで、物品があって、基金とかそういうものも入って財産という位置づけにな

っております。

先ほども農林課長が答弁されましたけど、結局価値があるものをただけに農林課の中

で管理をしておったということ自体がどうなのかなと。ちょっとまた根本の話になるん

ですけども、結局業－クレジットというものを価値として認めるかどうかということを

やはり明確にしておくべきだと思います。ましてや、今度、町有林を新たな業－クレジ

ットの収入源とするとなった場合、やはりそこの辺りは財産として山林というものもあ

りますけども、先ほど言った無体の財産権か何か分からないんですけども、やはりそこ

で明確にすべきものであろうかと思います。かつ、やはりそれを売ったり買ったりとい

うことが今後も出てくることによって、ただけにあるのかないのか分からんようなもの

を、金額的なものですよ、全く分からないんですよね、誰が今、買うのは ０００１、

売るのは ０００１、 ０００１というものは誰がつけるんですか。売手がつけるだけ 

の話、買手との交渉ですよね。だから、そこら辺りが本当に財産としてどうなのかとい

う考え方、それをじゃあ財産として持つんであれば、どういうような形で町の財産とし

て示すのか、金額的なもの、数字的なもの。今後この業－クレジットを運１していく上

において、非常に重要なとこだと思います。

やはり今後、業－クレジット、実績も出ておりますし、新たな認財も取るということ

ですんで、かつもう一つ加えますと、業－クレジットの運１基金というものもあるわけ

ですよね。やはりこの、例えば今回業－クレジットの運１基金だってもう既に残高があ

まりないんですけども、本来だとそういうのを使って森林組合から買うというのが筋か

もしれません。そこら辺りもちょっと整理をしていただいて、資産としての業－クレジ

ットの在り方というのを決めていただきたいと思います。どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） このたびも従前の例に従いまして財産等、今指摘いただい

た部分もございますが、処理をし、今回も公有財産購入という形で上程させていただい

ております。そもそもに現在、業－クレジット制度事務局におきまして管理を一括して

おりますし、そちらの認めた権利についてお金をもって整理をしているというようなこ

とで、当初は町の財産ではないというような整理の中で、あくまでも業－クレジット制
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度事務局の持つ権利について認財いただいたものをやり取りしてきたという経過でござ

います。ただ、議員おっしゃいますように、そうなってきますと不透明な部分も出てま

いるわけでございます。

今後の課題としましては、どういう形でお示しするのかというあたりは検討させてい

ただきたいと考えておりますが、従前の例という部分は御理解賜りたく思います。よろ

しくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ちょっと最初に戻りますけども、まず ０００トンとい

う根拠ですね、どれぐらいの期間を想定されて ０００トンとされておられるのかお聞

きします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 明確な基準というのは持っておりませんけれども、現状の状況

あるいは前年度の売上状況っていうところ、そして、今回でいきますと、新しく取得を

するっていう方向性はありますけれども、ただ、まだ数字的なところが本当にアバウト

での分かりにくい状況が現状でありますので、当面、どういいましょうか、今年あるい

は来年度のイメージを持った形での、切りのいい数字といやあおかしいですが、そうい

う考え方の中で ０００トンという数字の考え方にさせていただいてるという状況であ

ります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 町長が今、今年、来年度ということになって、１年半で

すね、⒈５年ということですが、実は今日の新聞に、日南町のＣＯ２ のこと、今回のこ

と、どかあんと出ておるんですよ。そこには、町の販売実績の２年分に相当する ００

０トンを購入というて、ここにはっきり明確になっとるんですよ。これは、当然、町執

行部が新聞社に言われた内容じゃないんでしょうか。それは知らず、今町長の言うこと

を⒈５年計算、今年と来年度分ぐらいと言われたんですが、その辺はどうなんでしょう。

こういった情報発信という面ではいかがなもんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 数字的な話はそうかもしれませんが、基本的な当初の考え方か

らいくと、どういいましょうか、今年は足りませんと。今年度は足りませんと。ですか

ら、来年度もはっきり取得、新感の取得っていうのが分からないので、そういう形での

目標の中でしましょうっていうことでありますので、極端に言やあ基本的にはそんなに

変わってはないと思いますが、新聞社にそういう説明を、情報提供したっていうのは事

実でありますので、けれども、そういうちょっと少しアバウトになるかもしれませんが、

来年度いっぱいというふうには最低は必要だろうというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ちょっと最後に、購入はトン ０００１で販売は ００ 
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０１と。今までの ０００１をずっと続けて ０００１で売っていくことですけども、 

質疑というよりも、私は一般質問のときにこれあったんですが、実は全国のＣＯ２ のけ

価を価価道からずっと調べました。そうしますと、大体１１から１１ ０００１です。

そして、鳥取県の一番安いのは日南町なんですよ、 ０００１。中部森林組合、１１１、

それから造林公社も１１ ０００１から１１ ０００１、これは購入先と交渉するわけ 

ですよ。あまり日南町が ０００１やると、鳥取県全体で、そりゃあ安いから日南町行

ったほうがええわとかいう形になるんで、適正という形で、やはりこの辺は、これは意

見を言ってはいけないと思うんですが、それなりの金額にすべきではないかと思うんで

すが、いかがなもんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ここのクレジットの取得したときのスタートは、け価は１１

０００１でした、日南町も。ですが、経過の中でなかなか売れないというような状況が

ありました。ですから、せめて少しは下げようっていうことで ０００１のけ価にいか

せていただいて、現状があるっていうふうに理解しております。

国内では、おっしゃられるように１１ ０００１であるとか、そういうところも当然

あったり、民間で申し上げるとまだ安いところもあります。 ０００１で売っとられる

ところもあります。ですから、その辺のバランスっていうのはそれぞれ違うということ

は承知しておりますので、そういう意味で ０００１でずっと来ておりますので、その

金額で継続をしたいというのが現状の考え方であります。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） すみません、グけーンけャインの株のとこに戻ってきま

すけども、今年の１月だったか２月だったか、経済福祉常任委員会で確認したときには、

グけーンけャインの株の売財については当分考えていないということで確認をしており

ますが、その後、この半年余りの経過の中で、今回グけーンけャイン株の売財をすると

いうことなんですが、その辺の検討の経過あるいは判断について説明をいただきたいと

思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回のグけーンけャインの株の売買っていうかの考え方につい

ては、私が従来から思ってたというところでありまして、それを今回の担当のほうに一

つの財源としてお願いをしたいということでの流れでありますので、前回そういった委

員会のほうで説明をさせていただいた経過があるかもしれませんけども、今回の内容に

つきましては、私の主体的な考え方だというふうに御理解いただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 町長そういう答弁されますけども、議会の予算決算の意

見書も含めて、議会で議論をしたことが十分尊重されてないっていうか、変えるのはい

いと思います。だったら事前に、全員協議会とかでこういうことを、方針を変えたいと
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いうようなことは当然あるべきじゃないでしょうか。これも質疑しなかったらグけーン

けャインの株どれだけ売るかっていうのも出てこなかったわけですから、やっぱりそこ

はもう少し議会に対して、町民に対して説明責任を尽くしてほしいと思います。

それは置きまして、農産振農であります。全共、５年に一度開かれる大会に、前回に

引き続き日南町から和牛が出品されるということは非常に誇らしいことでありますし、

栄誉あることだと思います。できる限りの支援をしていくべきだと思いますが、その中

で、いわゆる出品経１６６１１の支援ですが、これ、全体経１はどれぐらいかかって、

そのうちのどの程度を行政が支援をするということなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 全体経１につきましては、ちょっと個人さんが、今回、町

内で１頭だけの出品ということになりまして、全体経１というわけではないんですけど

も、町のほうで試算しております経１の中で、その金額が６０１１ということで今試算

をしておりまして、全体経１の幾らだからということではなくって、こういった経１が

かかるであろうというものを積み上げた金額が６６１１というふうな計算をしておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 支援対象となる経１が６０１ということなんですけども、

やはり全体的にどれぐらいかかっとって、例えば１０割の補助になるのか、２割の補助

にしかなってないのか、そういったところの確認が必要だと思っております。

それと、子供たちにこういう機会に和牛肉をということ、食べさせようということな

んですが、これは町内の牛、町内で育てられた牛ということになるのかということと、

枝肉を１２０キロ買って……（発言する者あり）牛枝肉でしょう。（「１２キロ」と呼

ぶ者あり）ああ１２キロ、枝肉って１２キロで買うことできるんですかっていうところ

をまず、精肉じゃないでしょうかっていう。これをどういう形で子供たちに提供するん

でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回５年に一遍の全共ということで、その中で日南町から

も出品があるということで、このようなことを要求しておりますけども、議員おっしゃ

られたとおり、枝肉であるかどうかというところを言いますと、枝肉は１２キロでは確

かに買えませんので、精肉になったものを提供するということになります。

それと、町内産かというところですけども、町内産ということになりますとなかなか

そこまで難しくて、鳥取和牛という形で、今回も鳥取和牛の中で日南町の出品牛が得た

ということになっておりますので、ストーけーとしましては町内産ということは言えま

せんけども、町内でこういった農産物、農産をされている農家さんの牛が全国の大会に

行っておりますということや、農産のことをより知っていただけるきっかけになるよう

に、今回は思いついて教育委員会のほうと相談をして給食の中に盛り込んでいただくと
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いうふうなことを考えております。来年度以降の継続するかどうかということも含めて、

日南町産のものを食べていただくという食育の部分にも通ずる部分だと思っております

ので、今回は５年に一遍というとこで要求させていただきましたけど、また新年度予算

に向けても協議をしていきたいというふうに思っているところです。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 林業後継者育成対策事業なんですけども、林業アけデミ

ー１に林業１２トントラックということで、これは林業に特化したトラックなのか、例

えば荷そに４本ポールが立ってるようなものなのか、どういったトラックなんでしょう

か。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回要求しておりますトラックにつきましては、林業専１

のもので、林業仕様になっているものを計上しております。一般のトラックに林業専１

の、それこそ言われた、何ていうんですか、木が落ちないようなバーが立っていたりと

か、そういったものが、それと、木を積んでも安全な運転ができるようにサスペンけョ

ン等が強化してあるとか、そういった林業に特化したトラックのほうを要求させていた

だいております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 林業一般管理事務の上段です、１４０ページ。オロチの

改修なんですけども、これ、過疎債を使って改修されるということなんですが、あそこ

のオロチの施設は町が使１料として財産収入で受けてますけども、それはどういう考え

方でしょうか。町が利１料収入を求めないという考え方なのか、補助金として出してそ

れっきりにしてしまうのか。これまであかねの郷なんかは過疎債を使う場合は利１料を

求めてきているわけですよね、会計上。この点についてちょっとお聞かせ願いたいと思

いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように建物自体は町の建物ということで、オロチのほ

うに貸して使１料を頂くっていう流れが現状でありますし、従来もそういう形で。です

から、今回も補修が必要ということで、どういいましょうか、今回本来でしたら町が主

体的にっていう話もありますけれども、補助金という形の中でオロチのほうでしていた

だきながら、つ当の金額のほうを補助金という形で交付させていただく施行の在り方に

変えていきたい、今回については変えたいということで、前回も一部そういう経過もあ

りますけれども、どういいましょうか、事務的なことも踏まえた協議の中でこういう形

を取らせていただきたいというふうに思っております。ですから、それの財源として過

疎債のほうを適１を考えておりますという内容で御理解をいただければと思っておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） 利１料に反映するのかという質問もありましたが。
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○町長（中村 英明君） 前回もそうでしたけれども、利１料のほうに反映をしていく考

え方であります。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１４１ページ下段から１４３ページ上段、建設課につい

て質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、１４３ページ下段、教育委員会について質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 令和４年度日南町一般会計補正予算（第３号）について、質疑

漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第６４号の質疑を終わります。

次に、補正予算説明附属資料に該当のページはありませんが、議案第６５号、令和４

年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第６５号の質疑を終わります。

次に、補正予算説明附属資料に該当のページはありませんが、議案第６６号、令和４

年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第６６号の質疑を終わります。

次に、１４４ページ、議案第６７号、令和４年度日南町簡易水道事業会計補正予算

（第１号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第６７号の質疑を終わります。

次に、１４５ページ、議案第６８号、令和４年度日南町下水道事業会計補正予算（第

１号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第６８号の質疑を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第６４号から議案第６８号の補正予

算関係５議案は、審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第６４号から議案第６８号

の本日の審議は、質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第９ 報告第３号

○議長（山本 芳昭君） タブレット１４６ページから。
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日程第９、報告第３号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率についてを議題とします。

これについては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第

２２条第１項の感定により、報告が求められていますので、これを許します。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 報告第３号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び公営

企業の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

及び同法第２２条第１項の感定によりまして、令和３年度の決算に基づく健全化判断比

率及び公営企業の資金不足比率を別紙のとおり本会議のほうに報告をさせていただきま

す。

最初に、令和３年度決算に基づく健全化判断比率でございますが、項目的に４項目あ

ります。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債１比率、将来負担比率の４項目あ

りますが、日南町の決算によりましては、実質公債１比率のほうが⒍８％という数字に

なっております。ほかの３項目の比率につきましては、赤字が生じておりませんので、

ゼロ以下ということで横棒の表記をさせていただいております。

なお、実質公債１比率の⒍８％でございますが、昨年度が⒎０％でありましたので、

２％改善したという内容になっております。

続きまして、令和３年度決算に基づく公営企業の資金不足比率の項目でありますが、

いわゆる公営企業の資金不足ということで、公営企業会計は日南町の場合、再生可能エ

ネルギー発電事業特別会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計、４つ

の公営企業会計がありますが、いずれの会計におきましても資金不足は生じておりませ

んので、ゼロ以下ということで横棒の表記をさせていただいております。

以上、報告第３号におきます内容の報告とさせていただきます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） この報告について、質疑があればこれを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で報告第３号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率及

び公営企業の資金不足比率についての報告を終わります。

・ ・

日程第１０ 議案第６９号 から 日程第１８ 議案第７７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット１５４ページから。

日程第１０、議案第６９号、令和３年度日南町一般会計決算認定について、日程第１

１、議案第７０号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第

１２、議案第７１号、令和３年度日南町介護保険特別会計決算認定について、日程第１

３、議案第７２号、令和３年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定について、日

程第１４、議案第７３号、令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について、

日程第１５、議案第７４号、令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決
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算認定について、日程第１６、議案第７５号、令和３年度日南町簡易水道事業会計決算

認定について、日程第１７、議案第７６号、令和３年度日南町下水道事業会計決算認定

について、日程第１８、議案第７７号、令和３年度日南町病院事業会計決算認定につい

て、以上、令和３年度決算認定関係９議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第６９号、令和３年度日南町一般会計決算認定について。

地方自治法第２３３条第３項の感定によりまして、令和３年度日南町一般会計歳入歳出

決算を別冊により本議会の認定に付す内容でございます。内容につきましては、令和３

年度の決算書及び主要施策の成果を御参照いただければというふうに思っております。

続きまして、議案第７０号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計決算認定につい

て。地方自治法第２３３条第３項の感定によりまして、令和３年度日南町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算を別冊により本議会の認定に付するものでございます。同様に、

令和３年度の決算書及び主要施策の成果のほうを御参照いただければと思います。

続きまして、議案第７１号、令和３年度日南町介護保険特別会計決算認定について。

地方自治法第２３３条第３項の感定によりまして、令和３年度日南町介護保険特別会計

歳入歳出決算を別冊によりまして本議会の認定に付すものでございます。同様に、令和

３年度の決算書及び主要施策の成果のほうを御参照をいただければと思います。

続きまして、議案第７２号、令和３年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定に

ついて。地方自治法第２３３条第３項の感定によりまして、令和３年度日南町介護サー

ビス事業特別会計歳入歳出決算を別冊によりまして本議会の認定に付す内容でございま

す。令和３年度の決算書及び主要施策の成果のほうを御参照をいただければと思います。

議案第７３号、令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について。地方自

治法第２３３条第３項の感定によりまして、令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算を別冊によりまして本議会の認定に付すものでございます。令和３年度の

決算書及び主要施策の成果のほうを御覧いただければと思います。

議案第７４号、令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決算認定につ

いて。地方自治法第２３３条第３項の感定により、令和３年度日南町再生可能エネルギ

ー発電事業特別会計歳入歳出決算を別冊により本議会の認定に付すものでございます。

令和３年度の決算書及び主要施策の成果のほうを御覧いただければというふうに思いま

す。

続きまして、議案第７５号、令和３年度日南町簡易水道事業会計決算認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の感定によりまして、令和３年度日南町簡易水道事業会

計決算を別冊により本議会の認定に付すものでございます。令和３年度の決算書及び主

要施策の成果のほうを御覧いただければと思います。

続きまして、議案第７６号、令和３年度日南町下水道事業会計決算認定について。地
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方公営企業法第３０条第４項の感定によりまして、令和３年度の日南町下水道事業会計

決算を別冊によりまして本議会の認定に付すものでございます。令和３年度の決算書及

び主要施策の成果のほうを御参照をいただきたいと思います。

議案第７７号、令和３年度日南町病院事業会計決算認定について。地方公営企業法第

３０条第４項の感定によりまして、令和３年度日南町病院事業会計決算を別冊により本

議会の認定に付すものでございます。令和３年度の決算書及び主要施策の成果のほうを

御覧いただければというふうに思います。

なお、決算の概要につきましては、この後、担当課のほうから具体的な説明をさせて

いただきます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 長崎会計管理者。

○会計管理者（長崎 みよ君） では、議案第６９号から７４号につきまして、主要施策

の成果及び財産に関する調書によって概要を申し上げます。

お手元の冊子、またはタブレットの主要施策の成果及び財産に関する調書の１、２ペ

ージを御覧ください。タブレットの調書では６、７ページになります。会計別に、歳入、

歳出、差引きの決算額を前年度と比較する形で記載しています。

一般会計ですが、歳入額７８１ ０８９１ ０００１、歳出額７５１ ６５３１ ０   

００１、歳入歳出の差引き額は２１ ４３６１ ０００１です。この２１ ４３６１   

０００１には、令和３年度から令和４年度へ繰り越した事業につ当すべき財源 ３０８

１１が含まれておりますので、実質の収支額はその額を引いた２１ １２８１ ０００ 

１となります。この繰越しにつてる、つ当すべき財源などのあたりにつきましては、決

算書のほうの一般会計の最終ページ、実質収支に関する調書のページに記載があります

ので後ほど御確認ください。

主要施策の成果及び財産に関する調書１、２ページに戻ります。国民健康保険特別会

計です。歳入額６１ ７４７１ ０００１、歳出額６１ ７３７１１、差引き額は１０  

１ ０００１です。前年度との比較による歳出の増額要万ですが、保険給付１の増と日

南町病院への特別調整交付金の繰出金の増によるものです。

続いて、介護保険特別会計です。歳入額９１ ４４４１ ０００１、歳出額８１ ４  

６３１ ０００１、差引き額は ９８０１ ０００１です。歳出額は、対前年度で６増  

となっております。

続いて、介護サービス事業特別会計です。歳入額 ３２５１ ０００１、歳出額 ３  

２５１ ０００１、差引き額はゼロです。サービス事業１は、その年度のあかねの郷の

施設整備や備品購入の内容に大きく左右されます。令和３年度は、対前年度で減額とな

っています。

続いて、後期高齢者医療特別会計です。歳入額 ８８７１ ０００１、歳出額 ８５  

９１１、差引き額は２８１ ０００１です。歳出額は、対前年度で減額となっています。

続いて、再生可能エネルギー発電事業特別会計です。歳入額 １８２１１、歳出額２
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４５１ ０００１、差引き額は９３６１ ０００１です。新石見小水力発電所の導水路 

復旧工事のための事業１６００１１を令和４年度へ繰り越したため、歳出額は対前年度

で減額となっています。また、財源も同額を繰り越しましたので、実質収支は３３６１

０００１となりました。

次に、調書５、６ページ、タブレットでは１０、１１ページになります。一般会計の

款別予算の決算額を記載しています。まず、歳入についてです。一般会計歳入決算総額

は７８１ ０８９１ ０００１で、前年度との比較で３１ ８９９１ ０００１の減額   

となりました。

款別で主なところを見てみますと、１の町税の決算額は４１ １０４１ ０００１、 

対前年度で ０７８１ ０００１の増収となりました。住民税は前年度と比較すると、 

個人住民税が増収、法人住民税が減収となりました。軽自動車税は課税そ数は減少して

いますが、平成２８年度の税制改正による軽四輪自動車の税率変更を要万として増収と

なっております。固定資産税は、けース会社の償財資産について課税標準額の増加があ

ったことや、前年度に行った新型コロナウイルスの影響による納税っ予の ６２７１ 

０００１が納付されたことから増収になっています。たばこ税は、１０月１日のたばこ

税増税の影響で増額となっています。

２の地方ん与税は６増です。森林環境ん与税は、昨年よりやや多い ７２４１ ００ 

０１となっています。

６の法人事業税交付金は、決算額３９１１ ０００１で、２８１１ ０００１、率に 

すると２５⒌４％と、率で見ると最も大幅な増額となりました。

７の地方生１税交付金です。前年度比で６６０１ ０００１の増額となっています。

８、環境性能割交付金は、前年度比で２９１ ０００１の増額となっています。

１０の地方交付税の決算額は３５１ ２７２１ ０００１で、歳入の４  ⒌４％を占め

ています。前年度と比較して３１ ７４５１ ０００１の増額となっています。このう 

ちそ通交付税は２９１ ３５８１ ０００１で、前年度と比較して１１ ７８１１ ０   

００１の増額でした。算定に１いる人口が令和２年国勢調査の確定値になることから、

大幅な減額を見込んでおりましたが、国の予算により、地方一般財源総額前年度同一水

準並み確保ルールが継続され、当初見込みを上回ることとなりました。また、特別交付

税は６１ ９１４１１で、災害などの特別な財政需要は少なかったものの、病院事業や

自治体ＤＸ、森林吸収源対策や除雪対策への措置により、近年で最も多額の交付となり

ました。

続いて、１４、国国支出金の決算額は７１ ０８１１ ０００１で、前年度比で５１ 

７４４１ ０００１、率にして４４％の減額となりました。新型コロナウイルス感染 

症に対応する様々な事業の財源が交付されましたが、令和２年度の住民１人につき１０

１１の特別定額給付金４１ ０００１１余りや、光ケーブル化への緊急対策事業補助金

２１ ０００１１余りの皆減による影響が大きく出ました。国国支出金のうち負担金、
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委託金については増額しておりますが、補助金が大幅減額となっていることから、全体

として減額になっています。

１５の県支出金です。林業１補助金、災害復旧１補助金が大幅な減額となり、全体で

は減額となりました。先ほどの国国支出金と同様に、県道除雪委託金等、委託金や負担

金については増額となっております。

１６、財産収入です。前年度比 ９３５１ ０００１、率にして２  ⒊１％の増額とな

っています。町有林の間っ材売払い収入は ２２５１１でした。また、業－クレジット

の売払い収入は ７４４１ ０００１で、前年比 １６６１ ０００１と大きくのびて   

います。

１７の寄附金の決算額は ４７４１ ０００１でした。前年度比 ３９３１ ０００   

１と、前年に続き、大きなのびとなりました。ふるさと納税は、個人版が ６３０１ 

０００１、企業版が２２０１１でした。また、美術振農のための寄附金として受け入れ

た ２０１１ ０００１は、これを財源に美術振農基金を創設しました。 

１８の繰入金は ２４９１ ０００１で、前年度比 １９２１ ０００１の減額にな   

りました。地域医療総合確保基金からの繰入れは ６０１１１、わかもの定住促進基金

からの繰入れは６４０１１でした。新型コロナウイルス感染症の影響で、引き続き一部

の事業の中１を余のなくされ、こどもゆめ基金からの繰入れは８１ ０００１にとどま

りました。国際交流基金の繰入れは、３年連続で行いませんでした。地方交付税の増額

等により、財政調整基金からの繰入れも行いませんでした。

２１の町債です。前年度と比較して３１ ２２２１ ０００１の減額の７１ １３０  

１１になりました。町債につきましては、１７ページ、タブレットでは２２ページに一

般会計の年度別借入額、償還額、年度末現在高の状況が表示してございます。令和３年

度末の地方債現在高は８０１ ０００１１です。これを町民１人当たりにしますと、約

１９０１ ０００１となります。

続いて、調書の７、８ページ、歳出です。タブレットでは１２ページからになります。

一般会計歳出決算総額は７５１ ６５３１ ０００１で、前年度と比較すると２１６６ 

３１ ０００１の減額となりました。款別で見ますと、議会１、総務１、民生１、土木

１、生防１、教育１、災害復旧１、公債１が前年度と比較して減額となっております。

衛生１、農林水産業１、商工１が前年度と比較して増額となっております。

まず、１の議会１です。６減となっております。行政調査は２年度に続いて中１とな

りましたけれども、研修などについてはオンライン講座等を利１しての実施となりまし

た。

２の総務１です。庁舎の空調設備の更新１１ ５２９１ ０００１、けンクライアン 

トの環境構築、タウンズネットの同軸ケーブルの撤去に係る設計業務委託１など大型の

事業を実施しましたけれども、１年前に実施した特別定額給付金の皆減の影響額が大き

く、前年度比では減額となっております。
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３の民生１は、６減となりました。保育園１において、決算額に大きな増減はありま

せんけれども、令和４年度からの認定こども園の移行のため、最終的な協議や検討を行

った年となりました。

４の衛生１です。新型コロナウイルスワクチンの接種に係る事業を実施し、繰越明許

１を含む事業１が増加しました。

６の農林水産業１では、林業成長産業化の中核をなす木材団地の整備事業で、団地の

感張造成工事が完了しました。また、コンテナ苗の施設整備事業への助成を行い、さら

なる林業振農を図りました。農業１においては、引き続き農業所得の向上につながる取

組への助成を実施しました。

７の商工１は、前年度比 ２３８１ ０００１、率にして５８％と最も大きな増額と 

なりました。全町民にたったもけードを配付し、日南町キャッけュレス決済事業がスタ

ートしました。そして、たったもポイントを付与するという今までにない新しい手法を

１いて、コロナ禍における町民の暮らしを支えるとともに、町内飲食店や小売店の支援

を行い、経済活動の底上げを図りました。

８の土木１は、前年度に明許繰越しや事故繰越の事業が完了しましたので、それらの

皆減によって決算額は減額となりましたが、除雪経１は昨年度に続き大幅に増額となっ

ています。

９の生防１は、新型コロナウイルス対策の公共施設へのサーモけメラや電子温度計な

どの感染対策資材の整備が一通り完了したことにより減額となりました。

１０の教育１は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、引き続き中１を余のなく

された事業はあったものの、成人式や婚活セミナー、美術館での展覧会、それから文化

振農イベント等、感染対策を講じた上で創意工夫して実施した事業もありました。昨年

度、繰越事業として実施した続町史編さん事業、文化センターのエレベーター改修、価

の原駐車場工事等の大型事業の皆減により、決算額は減額となっています。

１１の災害復旧１は、前年度の事業１を大きく下回って減額に転じましたが、引き続

き令和４年度への繰越事業も抱えています。

１２の公債１は、高い利率の借入分の完済や臨時財政対策債の利率見直し等により、

元金、利息とも減額となりました。

歳出は、ただいま説明しました目的別のほかに、性質別という分類の仕方があります。

人件１、扶助１、公債１の義務的経１、そ通建設事業１、災害復旧事業１の投資的経１、

物件１、続持補修１、補助１、積立金などその他の経１と３区分して見たときに、前年

度と比較して、義務的経１、その他経１は増額、投資的経１は減額となっています。

続いて、調書の１２ページ、タブレットでは１７ページになります。地方交付税の推

移一覧表の一番右に、日南町の財政力の強弱を表す財政力指数が載っています。指数は、

一覧表にあります基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平

均値となります。令和３年度は１６３となっています。
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次に、基金についてです。調書の最後のページ、２５７ページ、タブレットでは２６

２ページになります。令和３年度の積立額は、財政調整基金へ３１ ５２２１ ０００ 

１、公共施設等建設基金へ２１ ３４２１ ０００１、わかもの定住促進基金へ３９４ 

１１、森林整備基金へ ９９６１ １４７１それぞれ積み増ししました。また、新たに 

創設した美術振農基金に、寄附金を財源に ２０１１ ０６２１を積み立てました。創 

金の利率が低迷する中、少しでも効率的に運１するため債財運１を増やしました。国債

を３件、１０年物の財投機関債を１件、２０年物の財投機関債を２件、計６件、それぞ

れ額面１１１ずつ購入しました。財投機関債のうち国際協力機構債と都市再生機構債は、

ＳＤＧｓの達成に資する事業の資金調達を目的とする債財です。発行体が取り組む社会

的課題の解決をするためのプロジェクトの資金調達のために発行される債財で、ソーけ

ャルボンドと呼ばれるものです。また、保有していた国債１件については、債財の価格

が上がったタイミングで売財し、同利率の別の国債を購入する入替えを行いました。こ

れによる売財益は３４９１ ０００１でした。

最後に、滞納徴収金の不納欠損処分についてです。令和３年度も法令の適１により、

滞納徴収金の不納欠損処分を行いました。処分を行ったのは町民税、固定資産税、軽自

動車税、国民健康保険税、介護保険料、そしてそれらに係る督促手数料についてです。

それぞれの金額につきましては、決算書の中の歳入決算書及び歳入決算事項別明細書の

ページに不納欠損額の欄を設けて表示しております。

以上、一般会計、特別会計４件について概要を説明いたしました。御審議いただき、

各会計の決算について認定いただきますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 私のほうからは、建設課所管であります２つの事業会計の

決算につきまして御説明をさせていただきます。ファイルのほうは、タブレット、令和

３年度決算書の１２６ページからになります。

最初に、令和３年度日南町簡易水道事業決算につきまして御説明いたします。タブレ

ット１２９ページを御覧ください。収益的収入といたしまして総額１１ ９８０１ ６ 

７５１、収益的支出といたしまして総額１１ ２２５１ ５５７１となりました。 

次に、１３０ページを御覧ください。資本的収入の総額が７５９１ １２７１、資本

的支出の総額が ４２６１ ７８７１となりました。資本的収入が資本的支出に対して 

不足します ６６７１ ６６０１は、当年度損益事定つ保資金 ４９１１６８０１及び  

繰越利益繰余金 １７６１ ９８０１で補繰いたしました。 

１３１ページからは財務諸表をつけております。最初に、損益計算書としまして、令

和３年度の当年度純利益は １８９１ ３１６１の和字となっております。 

１３３ページからは貸借対照表を添付しております。

１３５ページに繰余金の計算書をお示ししております。繰越利益繰余金がございませ

んでしたので、当年度の未処分利益繰余金は １８９１ ３１６１となり、１３６ペー 
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ジにお示しします繰余金の処分計算書によりまして、当年度末残高、先ほどの １８９

１ ３１６１を減債積立金として処分することとしております。

１３７ページ以降、事業の報告書を詳細に示しております。令和３年度は、大きな４

条の改良工事はございませんでしたが、県営圃場整備に伴う支障移転を実施しておりま

す。続持補修の工事概要は１３８ページにお示ししておりますとおり、計器類、機器類

など、経年劣化等による修繕が主なものでございます。

１４２ページにはキャッけュフロー計算書をお示ししております。最初に、当期純利

益 １８９１ ３１６１を加えまして、最下段にありますように、現金の期末残高は１ 

１ ２２３１ ０６５１となっております。 

１４３ページ以降は、決算の明細書といたしまして、各項目におきます事業の実施内

容を示しております。

１４７ページには有形固定資産明細書、１４８ページに企業債明細書を添付しており

ますので御確認ください。

続きまして、タブレット１５０ページ、令和３年度日南町下水道事業会計決算報告書

について御説明いたします。

１５３ページを御覧ください。下水道事業会計の収益的収入の総額は１１ ０６４１

００４１、収益的支出の総額は１１ ８３０１ ７３４１となりました。  

１５４ページを御覧ください。資本的収入の総額は ０７９１ ５００１、資本的支 

出の総額は ２２８１２８３１となりました。資本的収入が資本的支出に対して不足す

る １４８１ ７８３１につきましては、当年度損益事定つ保資金により ４９１１６  

８０１、繰越利益繰余金 ６５７１ １０３１で補繰しております。 

１５５ページから財務諸表を添付しております。最初に、損益計算書で、１５６ペー

ジ下から３行目になりますが、当該年度の純利益は ８４３１ ５５６１となっており 

ます。

１５７ページには貸借対照表を添付しております。

１５９ページに下水道事業の繰余金計算書をお示ししております。当年度末の繰余金

は ８４３１ ５５６１となっております。これを減債積立金として処分することを１ 

６０ページに提案しております。

１６１ページ以降に事業の詳細な報告書をつけております。下水道事業につきまして

は、農業集落排水処理場の機器更新及び合併浄化槽４基の新感整備を行っております。

１６６ページにキャッけュフロー計算書をつけております。当期純利益 ８４３１ 

５５６１から、最下段にあります現金の期末残高は１１ ８５０１ ２１３１となって 

おります。

１６７ページ以降に、決算におけます事業の明細書をつけております。

１７２ページに有形固定資産の明細書、１７３ページ以降が企業債の明細書を添付し

ておりますので御確認ください。
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以上で説明を終わります。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） そうしますと、病院事業会計の決算の概要を報告さ

せていただきます。

決算書ファイル１７６ページから御覧いただきたいと思います。令和３年度の病院運

営は、新型コロナ感染症が流行を始めてから２年目となり、流行の第四波、第五波、第

六波と対処したところです。ほぼ一年中のワクチン接種と診療検査医療機関及び入院協

力医療機関としての対応に追われた年となりました。病院事業収益の決算額は、合計１

２１ ５８１１ ９２９１で、予算額に比べ ８３９１ ９２９１の増。病院事業１１   

は１１１ ３１３１ ５１６１で、不１額が ４２８１ ４８４１となっております。   

次のページの資本的収支決算についてです。資本的収入の決算額が ７９０１ ００ 

０１で、予算額に比べ２０５１ ０００１の増。資本的支出については、決算額が１１

８６６１ ６８０１で、不１額が９７３１ ３２０１となり、収支が不足する ０７   

６１ ６８０１を過年度分損益事定つ保資金で補繰しております。主な建設改良１とし

ては、発熱外来診てて工事１繰越分 ７６０１１、療て病て冷温水発生機更新工事９７

９１１などとなっております。

経営成績についてですが、１７８ページからの損益計算書で説明させていただきます。

まず、入院収益についてですが、４１ ３７８１１で、 ２３７１１の増収となりまし 

た。令和３年４月に療て病ての介護病床５床分を医療病床に転換し、それに伴う入院患

者数が増加したこと及び、医療必要度の高い患者の割合が高くなったことで入院け価も

増加したことが主な要万です。外来収益は１１ ９９８１１で、 ９０４１１の増収で 

す。外来患者数は引き続き減少傾向ですが、発熱外来等による診療け価の上昇により増

収となりました。また、ワクチン接種業務委託により、その他医業収益が ４７６１１

の増収となっているところです。

介護サービスについては、介護療て病床の５床減により、全体としては １４３１１

の減収となっております。

医業１１のうち給与１については、医護師５人が定年となったことなどにより １９

８１１の減、電子けルテ更新による、令和２年度ですね、それによる減価償財１の ８

３６１１の増が大きいところです。こうした増減の結果、当年度純損益は １８５１３

３５１の和字で、前年度より ３０９１１ほど増加しています。

なお、医業外収益の他会計負担金のうち、基金取崩しによる繰入れは ６０１１１で、

医療確保総合対策基金の残高は５１ ４０６１１となっておるところです。貸借対照表

以下の財務諸表は御覧いただきたいと思います。

以上、令和３年度の病院決算の概要説明を終わります。よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（山本 芳昭君） ここで、本町の監査委員から、令和３年度日南町財政・経営健
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全化審査意見書、令和３年度日南町歳入歳出決算等審査意見書について報告を求めます。

タブレット議案書ファイル１６３ページからです。

高見正司代表監査委員。

○代表監査委員（高見 正司君） 失礼いたします。

まず、令和３年度日南町財政・経営健全化に関する審査意見について。

日南町監査委員、高見正司、岩 昭男。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の感定により、審査に付され

た令和３年度健全化判断比率の状況を審査しましたので、別紙のとおり意見書を提出い

たします。

１、審査の概要。この財政健全化審査は、町長から提出された財政の健全化判断比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼

として実施いたしました。

２、審査の結果。⑴総合意見。審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載して書類は、いずれも適正に作成されているものと認められます。

⑵個別意見。町長からも報告がありましたように、いずれも基準を満たしております。

①実質赤字比率について。令和３年度の実質収支は和字であり、良好と認められます。

②連結実質赤字比率について。令和３年度の連結実質収支は和字であり、良好と認め

られます。

③実質公債１比率について。令和３年度の実質公債１比率は⒍８％となっており、良

好な状態と認められます。

④将来負担比率について。令和３年度の将来負担額はつ当可能財源等の額を下回り、

良好な状態と認められます。

⑶是正改善を要する事項については、特に指摘すべき事項はありませんでした。

次に、令和３年度日南町公営企業の経営の健全化に関する審査意見について。

日南町監査委員、高見正司、岩 昭男。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の感定により、審査に付さ

れた令和３年度公営企業会計に係る資金不足比率の状況を審査したので、別紙のとおり

意見書を提出いたします。

１、審査の概要。経営健全化審査は、町長から提出された公営企業会計に係る資金不

足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうか

を主眼として実施いたしました。

２、審査の結果。⑴総合意見。審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められます。

⑵個別意見。①再生可能エネルギー発電事業特別会計。石見の小水力発電所に関する

会計でございます。令和３年度の資金収支は和字であり、良好と認められます。

②簡易水道事業会計について。令和３年度の流動資産から流動負債を減じた額は１１
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８１１１ ０００１となっており、資金不足は生じていません。 

③下水道事業会計について。令和３年度の流動資産から流動負債を減じた額は１１

３１８１ ０００１となっており、資金不足は生じていません。

④病院事業会計について。令和３年度の流動資産から流動負債を減じた額は１５１

０９７１ ０００１となっており、資金不足は生じていません。

⑶是正改善を要する事項について。特に指摘すべき事項はありませんでした。

続きまして、次のページをめくってください。

令和３年度日南町歳入歳出決算等審査意見について。

日南町監査委員、高見正司、岩 昭男。

地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項並びに地方公営企業法第３０条第

２項の感定により、審査に付された令和３年度日南町一般会計特別会計及び企業会計の

歳入歳出決算並びに基金運１状況について審査いたしましたので、別紙のとおり意見書

を提出いたします。

第１、審査対象。１、令和３年度日南町一般会計歳入歳出決算。２、同じく国民健康

保険特別会計。３、同じく介護保険特別会計。４、同じく介護サービス事業特別会計。

５、同じく後期高齢者医療特別会計。６、同じく再生可能エネルギー発電事業特別会計。

７、実質収支に関する調書。８、財産に関する調書。９、令和３年度日南町簡易水道事

業会計決算。１０、同じく下水道事業会計。１１、同じく病院事業会計。１２、令和３

年度基金運１状況調書。

第２、審査の期間。令和４年７月２１日から令和４年８月１７日までの間。

第３、審査の方法。１、歳入歳出決算の計数については、事務所管課に決算書類等の

数値及び内容について、関係諸帳簿及び財拠書類等にわたり審査いたしました。

２、予算の執行経理の事務処理状況については、事務所管課の文書等にわたり、適正

に執行されているか調査を行いました。

３、財産に関する調書、基金運１状況を示す書類については、適正な管理、運１がさ

れているか審査いたしました。

第４、審査の結果。１、各会計の決算及び関係書類の計数は正確であり、決算書等関

係法令に準拠し作成されており、執行は適正であることを確認いたしました。

２、財産に関する調書、基金運１状況調書については、計数はいずれも正確であり、

適正な管理がされていることを確認いたしました。

次のページを、資料でいうと３ページですけども、第５、決算の概要について。１、

決算の状況については、一般会計の歳入歳出の決算の概要については、先ほど会計管理

者のほうから説明がありましたので、一部省略させていただきます。

続きまして、資料の第５ページ、２、一般会計の状況についてですが、一般会計歳入

決算額は７８１ ０８９１ ９１８１で、対前年度比較で３１ ８９９１ １９３１、   

マイナス⒋７％の減額となっております。決算額を依存財源、自主財源で見ると、依存
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財源は６３１２８５１ ８０５１、自主財源は１５１ ８０４１ １１３１で、構成比  

率は依存財源８６％、自主財源１⒐４％です。前年度に比べて自主財源が⒊７ポイン

ト増加しています。不納欠損額は１４０１ ９９７１で、収入未済額は ３６７１ ６  

４４１でありました。

続きまして、資料第８ページ以降の歳出に移っていきますけども、一般会計は先ほど

会計管理者のほうから説明がありましたので、特別会計の状況について簡けに説明させ

ていただきます。

資料１１ページをお開きください。各特別会計の状況ですけども、①国民健康保険特

別会計。歳入決算額は６１ ７４７１ ４９３１、歳出決算額は６１ ７３７１９５１  

で、歳入歳出差引き額は１０１ ３９８１でした。歳入決算額は前年度に比べて ６２ 

２１ ８６２１、 ⒏８％の増額、歳出決算額は前年度に対して ６１７１ ７５７１ 

（⒏８％）の増額でした。不納欠損額は４２１ ４２０１で、収入未済額は ２５４１ 

８２５１でした。

１３ページをお開きください。②介護保険特別会計。介護保険特別会計の歳入決算額

は９１ ４４４１ ９２９１、歳出決算額は８１ ４６３１ ３９１１で、歳入歳出差   

引き額は ９８０１ ５３８１でした。歳入決算額の比較は  ⒊２％、 ８８６１ ４３ 

１１の増、歳出は前年度に対して８３１ ０６８１、 １％の増額となっておりました。

不納欠損額は３７１ ８６０１で、収入未済額は９９１１００１でした。

１５ページをお開きください。③介護サービス事業特別会計。介護サービス事業特別

会計の歳入決算額は ３２５１ ２５３１、歳出決算額は ３２５１ ２５３１で、歳   

入歳出差引き額はゼロ１でした。歳入歳出決算額とも前年度に対して ２７３１ ０５ 

４１、マイナス１⒐３％の減額となっております。

次のページ、１６ページをお開きください。④後期高齢者医療特別会計。後期高齢者

医療特別会計の歳入決算額は ８８７１ １４９１、歳出決算額は ８５９１４９１で、  

歳入歳出差引き額は２８１ １００１でした。歳入決算額は前年度に対して６２８１ 

３８８１、マイナス⒍６％の減額、歳出決算額は前年度に対して６４７１ ０８８１、

マイナス⒍８％の減額となっております。

１７ページを開いていただくと、再生可能エネルギーに関する特別会計の決算額が載

っております。歳入決算額は １８１１ ６６０１、歳出は２４５１ ５０６１で、歳  

入歳出差引き額は９３６１ １５４１でした。なお、歳入決算額は前年度に対して１３

４１ ８５３１、マイナス１ ２％の減額、歳出決算額は前年度に対して６８３１ ５

９５１、マイナス７⒊５％の減額となっております。

続いて、企業会計については１８ページ以降ですけども、先ほど建設課長と病院の事

業管理者のほうからそれぞれ決算については紹介がありましたので、一部省略して説明

させていただきます。

簡易水道事業については、①収支の状況。収益的収支は、税込みの事業収益が１１
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９８０１ ６７５１、１１が１１ ２２５１ ５５７１となっております。税抜きの当  

該年度純利益は １８９１ ３１６１となっております。資本的収支のほうについては 

先ほど説明がありましたように、収入が７５９１ １２７１、支出が ４２６１ ７８  

７１であり、不足額は当年度分の損益事定つ保資金と繰越利益繰余金とで補繰されてお

ります。

なお、収益の内容については②で紹介しておりますけども、水道使１料の調定額は前

年度までの税込み未収金額２９９１ ０８２１を加えた ０５３１ ８２２１であり、  

それに対して徴収額は ７６７１ ４２０１で、収納率は９  ⒌９％となっております。

水道使１料の未収金は、過年度分も含めて２８６１４０２１でした。

２０ページをお開きください。下水道事業の会計についてですけども、事業収益が１

１ ０６４１ ００４１、１１が１１ ８３０１ ７３４１、税抜きの純利益が ８４    

３１ ５５６１となっています。資本的収支については、収入が ０７９１ ５００１  

に対して支出が ２２８１２８３１となり、不足する額 １４８１ ７８３１は当年度  

分の損益事定つ保資金と繰越利益繰余金で補繰しております。

また、簡易水道と同様に収益の内容でございますけども、下水道の調定額は ８５７

１ ９７０１であり、収納額は ５９６１ １４０１で、収納率は９   ⒍７％、下水道料

の未収金額は、過年度分も含めて２６１１ ８３０１でした。

資料２２ページ、⑶病院事業の会計。収支につきましては、税込みの収益が１２１

５８１１ ９２９１、１１が１１１ ３１３１ ５１６１となっておりまして、純利益  

が １８５１３３５１となっています。資本的収入に対する支出が大きいため、その差

引き不足額 ０７６１ ６８０１は過年度分の損益事定つ保資金で補繰されておりまし 

た。なお、医療１の未収金は、過年度分も含めて９２４１ ９７１１でした。

２４ページをお開きください。基金の状況ですけども、御覧のとおりですけども、主

立ったものだけ紹介させていただきます。財政調整基金については３１ ８４６１ ０ 

００１で、公共施設が２１ ５８９１ ０００１で、いわゆる地財法に基づく繰余金の 

令和元年度分と２年度分の繰余金の２分の１を、このたび２か年分を積んでいるという

状況でございます。また、森林整備基金につきましては ９９８１ ０００１、これは 

説明があったように、森林環境ん与税を原資として積み立てたものでございます。美術

振農基金は、振振会が解振されたことによって寄附金 ２００１を頂いておりますので、

それを積み立てております。

では、２５ページからですけど、第７、結びとして報告させていただきます。全般的

事項。決算附属資料である主要施策の成果及び財産に関する調書の書式は、歳出額や財

源内訳など前年度との比較に加え、繰越額や執行率、不１額、当初予算額などデータに

工夫を重ねてきておられます。ただ、事業成果項目については、会議等の開催回数など

の数値や事業内容までしか記載されておりません。当該事業によって、どのような成果

が地域に与えてきたのかということも積極的に示していただければという具合に思いま
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す。

２、歳入関係。⑴基金管理事務。先ほど会計管理者のほうからも説明がありましたけ

ども、令和２年９月から開始した基金の一括運１で生じた利益金等の積立てにより、令

和３年度の創金利息と債財の運１収益の総額が９５７１ ９８９１となりました。この

うち、財政調整基金と公共施設基金、そして、あとはわかもの定住であるとか、減債基

金、あと土地開発基金等のものの利息等については基金管理事務で行っておりまして、

この財産収入、先ほど言いました９５７１１のうち、この基金管理事務における財産収

入が７４７１ ６９６１、これが全て一括運１分であるということでした。この事務で、

財産収入額の推移は、創金利率が下がってきた、特に令和元年度が３９０１ ９９３１、

令和２年度は４０６１ ７５５１となったことを考えますと、一括運１の成果が表れて

いるんじゃないかということで評価させていただきます。

⑵財政管理事務。財政管理の中の聞き取りの中でございますけど、特別交付税は、近

年における最も多額の交付額６１ ９００１１からありまして、対前年度から見ても１

１ ０００１の増となっております。項目別算定、いわゆるルール分では、病院のよう

な特例的な措置もありましたが、その一方で、新型コロナ対策補助金も該当し得る事業

をこの項目に振り替えて ４２０１ ０００１の算定額、これつ当率っていうか、交付 

金としてつ当率が５割ということで、２分の１がつ当されたということで、こういう工

夫をしながら算定額を確保したことは、やっぱり評価できるんじゃないかという具合に

思います。

⑶賦課徴収事務。未収金取組み会議については、平成３０年度から町税等未収金取組

み会議設置要綱に基づき、年間で２回の開催と感定されておりました。令和３年度は２

回開催されておりますが、なかなかその打開策が実行できておらず、目立った成果が示

されておりませんでした。教しもコロナ禍もあり、事務の効率的推進がなかなか進まな

い中、県との連携による、県及び西部地域の包括的な対応も含め、今後検財と方向の手

だてを整理していく必要を感じました。また、一方で、令和３年度をもって納税組合が

廃１され、税金及び料金の徴収は全て個人納付の形態となりました。従前からの窓口、

口座振替による納付に加えてコンビニ納付も開始され、納めやすさは向上したと思われ

ますが、納税組合のいわゆるメけットでありました滞納を未然に防ぐ効果がこれでなく

なったことにより、滞納者の増加がありはしないかと懸念をいたします。適宜、未納者

を把握され、滞納防１を図っていただきたいという具合に思います。

３、歳出関係。⑴一般管理事務。前年度の定期監査、第２回目なんですけども、指摘

されておりました職員の服務に関する感則等の見直しについては、令和４年７月２９日

付、新型コロナウイルス感染防１に係る勤務等の取扱いについての内感を作成され、職

員に周知されたところを決算審査のほうで聞き取らせていただきました。ただ、出張や

勤務等の電子申請についても、実態に即して旅１感則や服務感程の見直しを図っていた

だければという具合に思いました。
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⑵商工総務一般管理事務。今年２月にキャッけュレスけステムがスタートしておりま

すけども、町では住民に配布したたったもけードに、２月、３月にそれぞれ ０００ポ

イントと１１ポイントを付与されました。本年３月末のポイントの利１率は２９％、自

分で入金したチャージ利１率については５９％。また、同時期での利１率は、男性４４

％、女性５０％で、全体で４７％でした。ちなみに決算審査を行いました７月末での利

１率なんですけども、ポイント分については６９％の利１、チャージ分は８６％の利１。

また、男性が８２％、女性の８４％、全体で８３％の利１率という高い数字となってお

ります。また、本年２月から７月までに日南町においてたったもけードで買物をされた

総額は、聞き取りで１１ ０００１に上っているということを聞いております。また、

けードの利１可能店舗も４８店舗で、増加の動きもあるようです。また、町外からのけ

ード利１者も一定あるということを聞いております。このことから、けードや制度の認

知度も一定高くなっておりますけども、追って、生１者や店舗にとって高い評価を得て

いるという具合に承っております。今後さらに利１促進を図り、町内でお金が回る仕組

みづくりにさらに取り組んでいただけたらという具合に思います。

⑶高齢者生活福祉センター管理運営事務。いわゆるかすみ荘ですけども、平成３年春

に竣工し、平成１６年度からは日南福祉会が運営されております。平成３１年度に利１

を休１して、施設の在り方の検討が始まっております。以後、施設の続持管理のみの事

業となり、令和２年度決算額は９３１ ０００１、３年度は６７１ ０００１となって 

おります。構造は鉄筋コンクけート平家建てで、耐１年数は４７年ありました。築後３

１年が経過しておりますが、電気系統は定期点検を行っており、使１可能でありますけ

ども、冷暖房や水道施設の配管は、劣化により修繕に多額の１１があると聞いておりま

す。本体、躯体は耐１年数の範囲内であり、施設の建て替えには隣接する崖の工事も必

要と聞いております。公共施設管理計画については一定の方向が出ておりますけども、

監査委員としては、施設の利活１について、廃１も含め結論を出していくことを望んで

おります。

⑷２１世紀水田農業確立対策事業。その中でのスマート農業社会実装促進事業でござ

います。令和３年度から新たな農業支援策として、県の間接補助によるスマート農業社

会実装促進事業に取り組み、４事業者に対してオートトラクターや直進アけスト付田植

機、ドローンなどの購入助成が実施され、農業分野でのスマート技術の活１が図られた

ところでありまして、現地も見させていただきました。当事業の補助金交付要綱及び実

施要領によりますと、補助対象事業者は認定農業者に限らず、集落営農組織や任意組織

も含まれていると明記してあります。しかしながら、町からの事業周知や説明が認定農

業者や農事組合法人に対してのみ行われていることが分かりました。確かに事業が初年

度ということで、いろいろ時間的な制約があったという具合にも思いますが、ただ、今

後、今回の事業は特にですけども、新たな補助制度が創設された場合は、補助対象事業

者へ事業周知に公平を期されたいという具合に思います。
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⑸介護保険特別会計の中の地域ケア会議推進事業でございます。介護保険制度は平成

１２年度に始まりましたが、日南町では既に昭和５９年から訪問連絡会という会議を、

医護師とヘルパーの方々が月に１回行っておられました。平成１８年度の法改正で、市

町村が介護保険制度の事業として地域支援事業を実施することになりました。その中で、

在宅支援会議は毎週１回、日南病院や福祉会、地域包括支援センターの関係者などが集

まって、在宅生活の継続や、また、退院後の在宅生活の再開に向けた対応を検討をされ

ております。この会議の特徴は、参加者全員が個々の細かな情報を共有し、今後の対応

を検討されており、視てに来町された医療職の人々が、この細やかな情報共有に驚いて

おられます。また、一方、包括支援センターを視てされた方々は、個々の課題をそのま

ま町全体の高齢者の課題として捉えており、保健医療・介護・福祉の多くの機関で取り

組んでいることを高く評価しておられます。これらの取組が、具体的に百歳体操など、

今後、町民自らの主体的な介護予防の行動につながっていき、または感大していくこと

を期待しております。

最後に、⑹病院会計の契約事務でございます。オンライン資格確認けステム導入委託

業務、契約額１６５１１は、随意契約により執行されております。予定価格調書及び完

成検査調書が作成されておらず、一連の契約事務に不備がありました。また、新館冷温

水発生機更新工事、契約額９７９１１についても、随意契約により執行されていました。

その随意契約理由は、競争入札に適さない合理的な理由があるとは思えませんでした。

契約事務の執行に当たっては、指名審査会に諮るなど、公正性、競争性及び透明性の確

保についてを検討されたいという具合に思います。なお、日南病院ではこの春からは、

一部業務については指名審査会にかけておられるという話は聞きましたけども、さらに

一層それを進めていただければという具合に思います。

長くなりましたが、以上、決算等の審査について意見を述べさせていただきました。

○議長（山本 芳昭君） ただいまの報告に質疑があれば、これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で監査委員からの報告を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第６９号から議案第７７号までの決

算認定関係９議案は、審議の都合により、本日は提案説明までにとどめたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第６９号から議案第７７号

までの本日の審議は、提案説明までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第１９ 議案第７８号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの人事案件ファイルをお開きください。１ページか

ら２ページ。
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日程第１９、議案第７８号、日南町人権擁護委員候補者の推薦にあたり議会の意見を

求めることについてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第７８号、日南町人権擁護委員候補者の推薦にあたり議会

の意見を求めることについて。

日南町人権擁護委員候補者として、青戸和子を、令和４年１２月３１日任期満了とな

ります惠比奈礼子の後任に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の感定に基づ

きまして、議会の意見を求める内容でございます。

氏名のほうが、先ほど言いましたように青戸和子、住所ですが、日南町多里１６７番

地の１、生年月日ですが、昭和３０年９月２３日生まれでございます。現在は無職でご

ざいます。

任期のほうですが、令和５年１月１日から令和７年の１２月３１日までとしておりま

す。

学歴のほうですが、昭和５３年の３月に高知大学のほうで卒業を受け、経歴ですが、

昭和５４年の４月から教員の講師として勤務をされております。その後、昭和５６年の

４月から日南町立の日野上小学校のほうでの教諭としての勤務が開始されておられます。

その後、山上小学校、日野上小学校、多里小学校、和坂小学校、根雨小学校のほうで勤

務をされ、平成２８年の３月に退職されました。翌月ですけれども、日南町の教育委員

会のほうで勤務ということで、特別支援教育支援員として勤務をいただいております。

令和４年３月に退職をして、現在に至っております。日南町の関係等の役職については、

現時点ではありませんという方の紹介も含めて、議会の意見を求めたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結いたします。

これより討論、採決を行います。

日程第１９、議案第７８号、日南町人権擁護委員候補者を推薦することについての討

論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結いたします。

これより採決を行います。

議案第７８号は、原案による被推薦人を人権擁護委員として適任と回答することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり適任と回
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答することに決定いたしました。

・ ・

日程第２０ 議案第７９号 から 日程第２２ 議案第８１号

○議長（山本 芳昭君） タブレットページ、３ページから８ページ。

日程第２０、議案第７９号から日程第２２、議案第８１号までの日南町固定資産評価

審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第７９号、日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き同意を求めることについて。日南町固定資産評価審査委員会委員、大塚二美さんです

が、令和４年の１０月３１日に任期が満了となります。引き続き同人を選任したいので、

地方税法第４２３条第３項の感定によりまして、本議会の同意を求めるものでございま

す。

内容ですが、先ほど言いましたように、大塚二美さんの任期が令和４年１０月３１日

で満了となるために、引き続き同人を委員の選任について皆さん方の御同意を求めるも

のでございます。

大塚二美さんですが、日南町福１来８３０番地の９の住所でありまして、生年月日で

すが、昭和３５年４月９日生まれでございます。

主な経歴でございますが、町内のほうを主体的に紹介させていただきますが、昭和６

０年２月に山田洋装店のほうにお勤めになられまして、平成元年の１１月からは有限会

社三森工務店のほうでの勤務であります。また、平成２６年６月には有限会社だんだん

のほうでお勤めを始められまして、平成３０年４月からは、現在に至るまで株式会社け

ーエムエンジニアけングのほうで御勤務をされておられます。日南町の関係でございま

すが、平成２８年の５月から令和元年の５月まででございますが、日南町の農業委員の

ほうに就任していただいております。令和４年５月からは、日南町の固定資産評価審査

委員会の委員のほうで現在お世話になってるという内容でございます。以上。

次にですが、議案第８０号、日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについてでございますが、現在、日南町固定資産評価審査委員会の委員に足

羽一成さんをお世話になっておりますが、令和４年１０月３１日に任期が満了となりま

すので、その後任として次の者を選任したいので、地方税法第４２３条第３項の感定に

よりまして、本議会の同意を求めるものでございます。

後任としてお願いしたいのが、氏名ですが、木下正紀様。住所ですが、日南町霞３５

５番地。生年月日ですが、昭和３０年２月３日生まれでございます。

主な経歴でございますが、昭和５２年３月に近畿大学のほうで卒業をされ、その翌月

に鳥取県のほうに入庁されました。以来、平成の２７年の３月に退職をされまして、そ

の後、４月のほうに日南町の役場のほうでお勤めをいただいております。令和２年の３
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月までが日南町役場での勤務でございます。日南町の関係でございますが、令和２年の

３月から霞の自治会長にお務めをされております。令和４年の２月までに退任され、現

在ですが、令和３年の４月から日南町の文化財保護審査会の委員のほうに就任していた

だいております。

次に、議案第８１号、日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める

ことについてでございますが、日南町固定資産評価審査委員会委員に丸山栄人さんでお

世話になっておりますが、令和４年の１０月３１日に任期が満了となりますので、その

後任として次の者を選任したいので、地方税法第４２３条第３項の感定によりまして、

本議会の同意を求める内容でございます。

後任には、氏名ですが、向原英之様。住所ですが、日南町三吉９１３番地の６。生年

月日ですが、昭和３４年１０月２３日生まれでございます。

経歴ですが、昭和５４年の４月に鳥取県西部行政管理組合のほうに就職であります。

生防士という職柄でございます。令和２年３月にその鳥取県西部行政管理組合のほうを

退職をされ、現在に至っているところでございます。

以上、固定資産評価審査委員会の委員の選任についての説明を終わりたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

質疑のときは議案番号をお示しの上、質疑願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結いたします。

これより討論、採決を行います。

討論、採決は議案ごとに行います。

タブレットページ３ページ。

日程第２０、議案第７９号、日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについての討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結いたします。

これより採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

議案第７９号は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立全員です。よって、本案は、原案のとおり同意することに

決定しました。

タブレットページ５ページ。

日程第２１、議案第８０号、日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについての討論を許します。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結いたします。

これより採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

議案第８０号は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立全員であります。よって、本案は、原案のとおり同意する

ことに決定しました。

タブレットページ７ページ。

日程第２２、議案第８１号、日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについての討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結いたします。

これより採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

議案第８１号は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立全員であります。よって、本案は、原案のとおり同意する

ことに決定いたしました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで振会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉じ、

振会とすることに決定しました。

ついては、９月８日の本会議は別に通知をしませんので、定刻までに御参集いただき

ますようお願いします。

本日はこれで振会します。お疲れさまでした。

午後３時１５分散会
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